
南
宋
仏
教
か
ら
み
た
鎌
倉
期
戒
律
復
興
運
動
の
諸
相

「
如
法
」
の
僧
院
生
活
と
儀
礼
実
践
の
視
点
か
ら

西
谷

功

は
じ
め
に

嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
十
月
二
十
八
日
、
覚
盛
、
叡
尊
、
厳
貞
、
教
玄
、
信
忍
（
有
厳
か
）
の
五
人
は
、
西
大
寺
で
翌
日
の
四
分
布
薩
儀

礼
の
た
め
の
結
界
を
張
っ
た
。
結
界
儀
礼
で
は
覚
盛
（
一
一
九
三
〜
一
二
四
九
）
は
「
羯
磨
」
役
を
勤
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
日
の
布

薩
儀
礼
で
説
戒
師
（
布
薩
戒
師
）
を
勤
め
た
覚
盛
は
、
終
始
落
涙
し
て
い
た
と
い
う
。
叡
尊
（
一
二
〇
一
〜
九
〇
）
が
『
感
身
学
正
記
』
で
そ

の
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

廿
九
日
四
分
布
薩
如
説
布
薩

再
興
也

、
覚
盛
律
師
説
戒
、
自
始
至
終
落
涙
、
布
薩
之
後
、
還
僧
坊
、
奉
問
始
終
落
涙
所
以
、
後
答
曰
、
我
昔
十
九

歳
始
共
布
薩
毎
唱
持
戒
清
浄
、
思
惟
、
我
非
持
戒
、
自
唱
如
是
、
深
恐
虚
言
、
唯
為
将
来
如
法
布
薩
之
縁
歟
、
然
不
慮
今
生
行
如
法
布

薩
、
歓
喜
之
余
涙
難
禁
止
耳
、
共
以
随
喜
無
極
矣(1)、

落
涙
の
理
由
を
叡
尊
が
た
ず
ね
る
と
、「
わ
た
し
（
覚
盛
）
は
、
十
九
歳
か
ら
布
薩
に
参
加
し
、
そ
の
た
び
に
「
持
戒
清
浄
」
と
唱
え
て
い

た
が
、
思
う
に
、
わ
た
し
は
持
戒
し
て
い
な
い
。
唱
え
る
た
び
に
虚
言
を
述
べ
て
い
る
こ
と
を
深
く
恐
れ
、
来
世
で
「
如
法
布
薩
」
を
行
う

た
め
の
縁
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
今
生
で
思
い
も
か
け
ず
「
如
法
布
薩
」
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
歓
喜
の
た
め
に
涙
し
た
の

だ
」
と
語
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
叡
尊
晩
年
の
言
葉
を
弟
子
が
編
纂
し
た
『
興
正
菩
薩
御
教
誡
聴
聞
集
』「
西
大
寺
結
界
布
薩
初
事
」
で
も
、
覚
盛
が
「
我
ガ
十
九

ノ
年
、
始
テ
布
薩
ニ
合
テ
持
戒
清
浄
ト
唱
ヘ
シ
時
、
今
生
ニ
ハ
実
ニ
持
戒
清
浄
ナ
ル
事
有
ル
マ
ジ
、
当
来
ノ
結
縁
ト
存
テ
候
シ
ニ
、
今
生
ニ

実
ノ
持
戒
ノ
布
薩
ニ
合
フ
事
ヨ
ト
、
貴
ク
思
ヒ
候
ツ
ル
間
、
始
ヨ
リ
涙
不
ト飲留
」
と
述
べ
た
こ
と
を
記
す(2)。

こ
の
出
来
事
が
西
大
寺
に
お
け
る
結
界
・
布
薩
の
「
初
事
」
と
し
て
叡
尊
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
注
目
さ
れ
よ
う
。
叡
尊
が

「
如
説
布
薩
再
興
」
と
述
べ
、
覚
盛
が
「
如
法
布
薩
」
と
語
る
布
薩
と
は
、
釈
迦
が
規
定
し
た
毎
月
二
度
行
わ
れ
る
懺
悔
（
反
省
）
の
儀
礼

で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
を
修
す
る
こ
と
で
自
身
の
僧
侶
と
し
て
の
清
浄
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
重
要
な
月
課
儀
礼
で
あ
る
。
叡
尊
の

「
布
薩
再
興
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
嘉
禎
四
年
の
叡
尊
・
覚
盛
周
辺
で
は
、
そ
の
布
薩
が
「
如
説
」「
如
法
」、
す
な
わ
ち
「
仏
法
の
通
り
」

で
は
な
く
、
非
「
如
法
」
＝
不
法
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

叡
尊
や
覚
盛
の
認
識
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
資
料
が
、
南
都
僧
良
遍
（
一
一
九
四
〜
一
二
五
二
）
の
『
通
受
軌
則
有
難
通
会
抄
』
で
あ
る
。

良
遍
は
伝
聞
的
に
「
中
古
」
＝
平
安
時
代
の
僧
侶
の
戒
律
受
持
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

我
日
本
国
ハ
中
古
以
来
出
家
威
儀
盡
以
滅
亡
。
三
衣
一
鉢
不
飲知
壱其
方
。
自
恣
布
薩
猶
迷
壱名
目
。
夏
法
食
法
軌
則
久
絶
。
内
宿
内
煑

禁
断
ス
ル
ハ
誰
人
ゾ
。
如
飲是
非
儀
不
飲可
壱勝
計
。
知
人
雖
飲知
不
飲及
飲行
飲之
。
暗
人
雖
飲暗
不
飲及
飲學
飲之
。
發
心
之
人
有
信
之
輩
只
空

聞
飲昔
號
壱流
涙
。
只
徒
恨
飲今
號
壱斷
膓(3)。

平
安
時
代
に
は
、
出
家
の
威
儀
が
「
滅
亡
」
し
た
た
め
、
僧
が
唯
一
所
持
を
許
さ
れ
る
三
衣
一
鉢
の
在
り
方
を
知
ら
な
い
、
僧
侶
の
清
浄
性

を
維
持
す
る
布
薩
、
自
恣
は
名
目
だ
け
と
な
り
、
夏
法
（
夏
安
居
）
や
食
法
の
所
作
も
失
わ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
無
住
（
一
二
二
六
〜
一
三
一
二
）
撰
『
沙
石
集
』
巻
三
「
律
学
者
ノ
学
ト
行
ト
相
違
セ
ル
事
」
で
は
、
鑑
真
に
よ
る
三
戒
壇
の
成
立

で
「
毘
尼
ノ
正
法
」
が
弘
ま
り
「
如
法
ノ
受
戒
」
が
始
ま
っ
た
が
、
時
が
移
り
「
儀
々
」
が
廃
れ
中
古
よ
り
は
名
ば
か
り
の
受
戒
で
あ
っ
て
、

「
持
斎
持
律
ノ
人
跡
」
も
絶
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
を
歎
い
た
解
脱
房
貞
慶
（
一
一
五
五
〜
一
二
一
三
）
は
「
如
法
律
義
興
隆
志
シ
」

が
深
く
、
弟
子
た
ち
に
持
斎
し
て
律
を
学
ば
せ
た
が
、
皆
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
（「
正
体
ナ
キ
事
」）
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
常
喜
院
（
一

二
一
二
年
に
興
福
寺
内
に
造
営
）
で
夏
安
居
中
に
律
を
学
ん
で
持
斎
し
て
も
安
居
が
終
わ
れ
ば
持
斎
も
し
な
い
、「
如
法
ノ
儀
」
が
な
い
状
態
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で
あ
っ
た
。
無
住
は
、
当
時
の
僧
侶
の
実
態
を
「
戒
相
ハ
誠
ニ
明
々
ナ
レ
ド
モ
、
威
儀
ハ
事
ノ
外
ニ
散
々
ノ
事
ニ
コ
ソ
。
学
ト
行
ト
タ
ガ
イ

タ
ル
事
、
一
国
ノ
風
儀
久
ク
ナ
レ
ル
ニ
ヤ
」
と
評
し
て
い
る
。「
学
（
戒
相
）」
と
「
行
（
威
儀
）」
が
異
な
っ
て
久
し
い
状
態
だ
と
い
う
の
で

あ
る(4)。

つ
ま
り
、
鎌
倉
時
代
の
僧
侶
の
認
識
で
は
、
鑑
真
請
来
の
受
戒
儀
礼
、
僧
院
生
活
で
の
所
作
や
規
律
、
僧
侶
性
を
維
持
す
る
戒
律
儀
礼
を

規
定
し
た
大
陸
仕
込
み
の
実
践
は
、
歳
月
を
経
る
こ
と
で
形
骸
化
、
有
名
無
実
化
し
、
平
安
時
代
に
は
僧
侶
の
清
浄
性
を
維
持
す
る
規
則
や

月
課
年
課
の
諸
儀
礼
が
「
久
し
く
絶
え
た
」
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
は
明
快
で
、
戒
律
の
知
識
あ
る
も
の
は
知
識
だ
け
あ
っ
て
実
践
し

な
い
の
で
「
行
」
＝
実
践
が
行
わ
れ
ず
、
ま
た
戒
律
の
知
識
が
な
い
も
の
は
そ
れ
で
も
戒
律
を
学
ぼ
う
と
し
な
い
か
ら
、「
行
」
と
「
学
」

が
と
も
に
絶
え
た
の
だ
と
い
う
。
な
お
、
興
福
寺
常
喜
院
で
律
学
を
学
ん
だ
堂
衆
の
一
人
が
覚
盛
で
あ
る
。
若
き
覚
盛
は
俊
才
と
し
て
名
高

か
っ
た
と
い
う
が
、
一
方
で
常
喜
院
で
は
「
酒
モ
リ
」
が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
覚
盛
も
参
加
し
て
い
た
と
い
う(5)。
ま
さ
に
「
学
」
と
「
行
」
が

乖
離
し
た
寺
院
生
活
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
覚
盛
は
、
こ
う
し
た
戒
律
「
滅
亡
」
の
状
況
の
な
か
で
、
嘉
禎
四
年
に
布
薩
が
「
再
興
」
さ
れ
た
こ
と
に
落
涙
し
た
と
考

え
て
よ
い
。
従
来
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
再
興
」
の
き
ざ
し
は
、
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
二
年
前
（
嘉
禎
二
年
〈
一
二
三
六
〉）
の
円

晴
・
有
厳
・
覚
盛
・
叡
尊
の
四
人
に
よ
る
東
大
寺
羂
索
院
で
の
自
誓
受
戒
が
「
南
都
戒
律
復
興
」
の
始
ま
り
で
あ
り
、
そ
の
前
史
に
実
範

（
？
〜
一
一
四
四
）・
貞
慶
（
一
一
五
五
〜
一
二
一
三
）
な
ど
の
南
都
僧
が
い
た
こ
と
も
、
も
は
や
定
説
の
観
を
な
し
て
い
よ
う
。

し
か
し
、
従
来
の
「
再
興
」
に
関
し
て
言
及
さ
れ
る
の
は
、
戒
律
の
「
学
」
的
側
面
で
あ
る
「
教
相
」
の
再
興
が
中
心(6)で
あ
り
、「
行
」

＝
儀
礼
的
側
面
で
あ
る
「
事
相
」
を
主
体
と
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
戒
律
の
儀
礼
に
関
し
て
は
お
も
に
歴
史
学
に
お
い
て
指
摘
さ
れ

る
も
の
の
、
こ
れ
と
て
儀
礼
興
行
（
復
興
）
の
有
無
が
述
べ
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
儀
礼
作
法
や
内
容
に
ま
で
言
及
す
る
も
の
は
ほ
ぼ
存
在
し

な
い
の
が
現
状
で
あ
る(7)。「
復
興
」「
再
興
」
の
意
味
を
強
調
す
る
な
ら
、「
鎌
倉
時
代
の
南
都
戒
律
復
興
」
と
は
、
戒
律
の
日
本
初
伝
の
立

役
者
・
鑑
真
（
六
八
八
〜
七
六
三
）
の
「
学
」
と
「
行
」
が
鎌
倉
時
代
に
復
興
・
再
興
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
教

相
面
の
研
究
で
は
法
相
教
学
に
も
と
づ
き
つ
つ
も
「
叡
山
円
戒
の
南
都
化
」
と
し
て
受
戒
の
復
興
が
近
年
指
摘
さ
れ
て
い
る(8)が
、
事
相
面
に

南宋仏教からみた鎌倉期戒律復興運動の諸相
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関
し
て
言
及
す
る
論
文
は
見
受
け
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

こ
う
し
た
研
究
状
況
の
な
か
で
、
本
稿
は
、
戒
律
研
究
に
お
け
る
「
行
」
＝
事
相
面
で
あ
る
儀
礼
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
従
来

の
諸
研
究
で
は
、
戒
律
儀
礼
の
「
復
興
」
は
、
お
お
む
ね
道
宣
（
五
九
六
〜
六
六
七
）
や
元
照
（
一
〇
四
八
〜
一
一
一
六
）
が
著
述
し
た
律
学
書

が
「
講
義
」
で
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
両
僧
撰
述
の
律
学
書
の
講
義
を
受
講
さ
え
す
れ
ば
、
儀
礼
も
復
興
す

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
述
の
諸
資
料
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
律
学
の
講
義
を
し
て
も
「
正
体
ナ
キ

事
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
律
書
の
講
義
で
儀
礼
が
再
興
す
る
な
ら
ば
、
道
宣
撰
述
の
律
学
書
（『
四
分
律
行
事
鈔
』
な
ど
）

が
あ
れ
ば
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
は
、
北
宋
代
に
元
照
た
ち
が
そ
の
註
釈
（『
四
分
律
行
事
鈔
資
持
記
』
な
ど
）
を
し
て
い
る
よ
う

に
、
す
で
に
中
国
宋
代
に
お
い
て
も
道
宣
律
学
書
の
講
義
だ
け
で
は
「
行
」
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
儀
礼
と
は
、
堂
内
を

さ
ま
ざ
ま
に
荘
厳
し
、
儀
礼
次
第
書
に
も
と
づ
い
て
礼
拝
対
象
に
対
し
て
滅
罪
や
祈
禱
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
堂
内
へ
の
入
室
、
所
作
、
経

文
諷
誦
な
ど
の
〈
身
体
性
〉
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
律
学
書
の
講
義
は
あ
く
ま
で
も
「
学
」
＝
理
論
で
あ
り
、「
行
」
＝
実

践
は
実
際
に
儀
礼
を
実
践
す
る
者
の
も
と
に
参
集
し
、
そ
こ
で
指
導
を
受
け
て
練
習
し
な
け
れ
ば
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
な
の
で
あ
る(9)。

で
は
、
日
本
国
内
で
す
で
に
「
滅
亡
」
し
た
〈
身
体
性
〉
を
と
も
な
う
戒
律
儀
礼
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
復
興
」
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
研
究
視
座
と
し
て
、
同
時
代
の
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
、
す
な
わ
ち
宋
代
の
江
南
地
域
仏
教
社
会
で
実
践
さ

れ
た
戒
律
の
「
行
」
＝
儀
礼
や
僧
院
生
活
に
注
目
し
た
い
。
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
初
期
に
は
日
本
僧
が
南
宋
江
南
地
域
の
諸

寺
院
に
参
学
し
、
仏
道
実
践
や
寺
院
生
活
を
体
験
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
僧
侶
が
帰
国
し
て
宋
地
仏
教
の
文
物
（
仏
像
・

仏
画
）
や
資
具
を
用
い
た
仏
道
実
践
＝
「
行
」
を
日
本
で
興
行
す
る
。
本
稿
は
そ
の
主
体
の
一
人
で
あ
る
我
禅
房
俊
芿
（
一
一
六
六
〜
一
二
二

七
）
や
泉
涌
寺
僧
を
事
例
に
、
宋
式
戒
律
儀
礼
が
南
都
諸
寺
院
に
伝
播
し
、「
行
」
が
「
復
興
」
す
る
過
程
を
概
観
し
て
覚
盛
落
涙
の
真
意

を
あ
き
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
鎌
倉
期
南
都
諸
寺
院
の
戒
律
復
興
を
考
え
て
み
た
い(10)。
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一

泉
涌
寺
創
建
の
意
義

覚
盛
が
落
涙
し
た
西
大
寺
布
薩
儀
礼
は
、
か
れ
が
十
九
歳
以
来
「
非
持
戒
」
な
が
ら
も
実
践
し
て
い
た
常
喜
院
布
薩
儀
礼
と
何
が
違
っ
て

い
た
の
か
。
留
意
す
べ
き
は
、「
如
法
布
薩
」
の
宣
言
が
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
の
自
誓
受
戒
直
後
で
は
な
く
、
そ
の
二
年
後
（
嘉
禎
四
年
）

に
な
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
儀
礼
が
律
学
書
の
講
義
で
「
復
興
」
す
る
な
ら
ば
、
す
で
に
嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）
東
大
寺
と
西
大
寺
で
『
四

分
律
行
事
鈔
』
の
講
義
が
開
講
さ
れ
て
お
り
（『
感
身
学
正
記
』
嘉
禎
元
年
条
）、
自
誓
受
戒
後
に
「
如
法
」
の
布
薩
儀
礼
を
行
う
こ
と
は
可
能

で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
自
誓
受
戒
後
か
ら
二
年
の
あ
い
だ
で
、
か
れ
ら
の
布
薩
儀
礼

が
質
的
・
精
神
的
に
「
不
法
」
か
ら
「
如
法
」
へ
と
転
換
し
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

そ
の
転
換
期
の
痕
跡
が
『
感
身
学
正
記
』
嘉
禎
三
年
条
な
ど
の
諸
資
料
に
み
え
る
。
自
誓
受
戒
後
、
叡
尊
は
海
龍
王
寺
（
角
寺
）
に
移
住

し
て
い
た
よ
う
で
、
同
寺
は
、
近
年
に
「
泉
涌
寺
儀
」
を
学
ん
で
い
た
と
い
う(11)。

凡
当
寺
近
年
学
泉
涌
寺
儀
、
住
侶
皆
長
斎
着
法
衣
、
持
鉢
坐
僧
牀
、
受
食
、
雖
悪
世
勝
事
、
別
食
非
僧
食
、
蓄
八
不
浄
財
、
不
持
性
遮

戒
、
受
苾
蒭
戒
人
、
雖
已
満
四
人
、
雑
住
无
差
別
、
以
講
事
鈔
等
、
次
動
悲
反
僧
食
、
是
以
当
寺
長
老
、
至
七
月
下
旬
、
自
八
月
一
日
、

応
成
通
僧
食
云々

叡
尊
が
述
べ
る
「
泉
涌
寺
儀
」
と
は
、「
住
侶
皆
長
斎
に
し
て
法
衣
を
着
し
、
鉢
を
持
ち
て
僧
牀
に
坐
し
、
食
を
受
く
」
も
の
で
、
如
法
の

食
事
作
法
（
食
作
法
）
で
あ
る
「（
通
）
僧
食
」
の
こ
と
で
あ
る(12)。
ま
た
、
こ
の
「
近
年
」
に
関
し
て
は
、
凝
然
『
円
照
上
人
行
状
』
中
に
、

「
嘉
禎
三
年
丁
酉
之
春
、
請
壱シテ
俊
芿
法
師
ノ
律
宗
ノ
上
足
ノ
門
人
道
号
来
圓
定
舜
大
徳
ヲ
、
於
壱海
龍
王
寺
ニ
、
令
飲講
壱セ
大
小
ノ
律
書
等
ヲ
、
惣

シ
テ
終
壱タリ
五
部
ヲ
、
布
薩
ノ
行
儀
、
食
堂
ノ
規
式
等
、
並
遷
壱ス
彼
ノ
風
芳(13)ヲ
」
と
あ
り
、
ま
た
こ
の
と
き
の
講
義
は
「
一
夏
九
旬
之
間
」（
夏
安

居
）
で
叡
尊
も
受
講
し
て
「
稽
古
之
指
南
」
と
し
、
そ
の
あ
と
定
舜
は
弘
誓
院
に
移
り
覚
盛
や
良
遍
に
も
講
義
し
た
と
も
伝
承
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
（
元
休
『
徹
底
章(14)』）。
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こ
の
よ
う
に
、
泉
涌
寺
僧
定
舜
の
講
義
は
、
叡
尊
が
海
龍
王
寺
に
移
住
し
た
時
期
で
あ
り
、
叡
尊
も
受
講
し
て
「
稽
古
の
指
南
」
と
し
た

こ
と
か
ら
、
こ
の
講
義
で
泉
涌
寺
儀
（
彼
風
芳
）
の
「
布
薩
行
儀
」「
食
堂
規
式
」
な
ど
が
海
龍
王
寺
で
受
容
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
後
述
す

る
よ
う
に
、
夏
安
居
期
間
は
基
本
的
に
寺
外
に
出
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
泉
涌
寺
僧
定
舜
は
叡
尊
を
含
む
海
龍
王
寺
僧
た
ち
と

同
寺
で
「
共
住
」
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
共
住
で
は
泉
涌
寺
流
の
寺
院
生
活
や
作
法
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
仏
道
実
践
の
た
め
の

「
行
」
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
、「
僧
食
」
は
そ
れ
を
象
徴
す
る
規
則
で
あ
っ
た(15)。
こ
の
点
か
ら
、
叡
尊
の
言
動
は
、
海
龍
王
寺
で
自

身
も
実
践
し
た
泉
涌
寺
流
の
「
如
法
」
の
僧
食
（
食
堂
規
式
）
が
夏
安
居
の
終
了
（
解
夏
）
と
と
も
に
「
別
食
」
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ

の
悲
憤
で
あ
る
と
み
な
せ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
泉
涌
寺
僧
定
舜
の
講
義
に
は
「
学
」
と
「
行
」
が
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
証
明

す
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
覚
盛
が
落
涙
し
た
「
如
法
」
布
薩
儀
礼
の
「
行
儀
」（
作
法
）
も
ま
た
泉
涌
寺
流
の
「
学
」「
行
」
に
依
拠

し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
叡
尊
・
覚
盛
ら
の
「
如
法
」
の
布
薩
儀
礼
復
興
に
は
、
泉
涌
寺
流
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
て
よ
い
。
で
は
、

泉
涌
寺
僧
は
そ
の
「
如
法
」
の
布
薩
儀
礼
を
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
中
世
仏
教
社
会
で
戒
律
諸
儀
礼
が
「
滅

亡
」「
名
目
」「
久
絶
」
と
さ
れ
た
鎌
倉
時
代
初
期
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
を
「
復
興
」
さ
せ
た
俊
芿
お
よ
び
泉
涌
寺
の
姿
を
み
て
お
こ
う
。

泉
涌
寺
は
、
我
禅
房
俊
芿
が
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
に
京
洛
東
山
に
創
建
し
た
寺
院
で
あ
る
。
当
時
、
俊
芿
は
「
戒
律
全
絶
」「
律
儀
已

廃
」
の
な
か
で
北
京
・
南
都
で
律
儀
を
求
め
る
が
そ
れ
も
か
な
わ
ず
、
当
時
「
宋
国
戒
律
猶
盛
」
と
聞
く
こ
と
で
、
建
久
十
年
（
一
一
九
九
）

入
宋
を
果
た
す(16)。
俊
芿
は
江
南
地
域
の
律
・
教
・
禅
の
諸
寺
院
に
参
学
し
て
、
戒
律
・
天
台
・
華
厳
・
禅
な
ど
の
「
学
」
を
修
学
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
「
行
」
を
実
践
し
た
。
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
参
学
は
お
も
に
仏
教
思
想
の
修
学
と
実
践
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
じ

つ
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
入
宋
僧
は
、
寺
院
内
で
中
国
僧
と
同
じ
よ
う
に
共
住
し
、
思
想
的
修
学
の
ほ
か
に
、
食
事
や
作
務
な
ど
の
日
課
、

布
薩
や
祝
聖
な
ど
の
月
課
、
夏
安
居
・
自
恣
や
仏
生
会
・
忌
日
儀
礼
な
ど
の
年
課
を
中
国
僧
と
一
緒
に
実
践
し
て
い
た(17)。

宋
代
仏
教
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
「
十
方
僧
」「
雲
水
」
の
存
在
が
あ
る
。
か
れ
ら
は
仏
道
実
践
を
行
う
に
あ
た
り
一
ヶ
寺
に
と
ど
ま
ら
ず
、

自
由
に
律
・
禅
・
教
な
ど
の
諸
寺
院
間
を
往
来
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
師
匠
か
ら
教
え
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
身
分
で
あ
る
。
俊
芿
や
栄
西
・
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道
元
・
円
爾
な
ど
の
入
南
宋
僧
た
ち
の
律
禅
教
院
へ
の
参
学
は
こ
う
し
た
宋
代
の
寺
院
制
度
下
で
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、

こ
う
し
た
十
方
僧
の
往
来
や
禅
教
律
僧
の
交
流
に
と
も
な
っ
て
、
宋
地
の
寺
院
生
活
や
集
団
生
活

た
と
え
ば
、
食
作
法
な
ど
の
日
々
の

生
活
で
の
所
作
、
月
課
年
課
法
要
の
諸
儀
礼
な
ど

が
、
あ
る
程
度
、
律
院
・
禅
院
・
教
院
の
な
か
で
共
通
、
共
有
化
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
禅
僧
が
体
験
し
た
禅
宗
寺
院
の
作
法
や
儀
礼
・
所
作
は
、
南
宋
仏
教
の
律
院
や
教
院
で
も
ほ
ぼ
同
様
に
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
に
な
り
、
栄
西
や
道
元
が
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る
「
禅
文
化
」
の
多
く
は
、
南
宋
仏
教
に
共
有
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
禅
を
学
ん
だ
と
さ
れ
る
栄
西
や
道
元
・
円
爾
た
ち
が
体
験
し
た
南
宋
仏
教
文
化
と
、
律
や
天
台
を
学
ん
だ
俊
芿
や
泉
涌
寺
僧
た

ち
が
体
験
し
た
そ
れ
と
は
、
思
想
に
も
と
づ
く
修
学
の
比
重
に
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
僧
院
生
活
や
法
会
・
所
作
な
ど
が
ほ
ぼ
共
通
し
て

い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
入
南
宋
僧
の
「
宋
地
寺
院
へ
の
参
学
」
の
意
義
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
従
来

「
律
三
大
部
」
の
請
来
者
と
し
て
注
目
さ
れ
る
西
大
寺
（
覚
如
・
定
舜
）
や
唐
招
提
寺
（
有
厳
）
の
律
家(18)が
入
南
宋
し
た
こ
と
の
意
義
も
再
考

す
る
こ
と
に
な
り
、
南
都
諸
寺
院
の
「
宋
風
」
受
容
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
視
点
と
な
ろ
う
。

さ
て
、
俊
芿
ら
入
南
宋
僧
た
ち
が
諸
寺
院
で
目
の
当
た
り
に
し
、
実
践
し
た
儀
礼
や
暮
ら
し
を
視
覚
的
に
復
元
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

の
が
「
羅
漢
図
」
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
南
宋
江
南
地
域
で
制
作
さ
れ
た
京
都
・
大
徳
寺
伝
来
「
五
百
羅
漢
図
」（
十
二
世
紀
後
半
）
は
俊
芿

が
滞
在
し
た
地
域
・
時
期
と
き
わ
め
て
近
い
環
境
で
制
作
さ
れ
て
お
り
、
泉
涌
寺
流
の
僧
院
生
活
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
視
覚
的
歴
史
資

料
と
も
な
り
う
る(19)。
ま
た
、
俊
芿
が
戒
律
の
「
学
」
と
「
行
」
を
学
び
、
実
践
し
た
寺
院
の
一
つ
が
明
州
（
慶
元
府
）
の
律
院
・
景
福
寺

（
現
・
寧
波
市
）
で
あ
る
。
近
年
発
見
さ
れ
た
『
南
山
北
義
見
聞
私
記
』（
十
四
世
紀
成
立
）
は
、
俊
芿
や
泉
涌
寺
僧
が
体
験
し
た
律
院
（
景
福

寺
ほ
か
）
の
諸
儀
礼
や
所
作
、
暮
ら
し
を
復
元
で
き
る
文
献
資
料
で
あ
る
（
後
述(20)）。

俊
芿
の
入
南
宋
期
間
は
十
二
年
に
も
お
よ
び
、
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
に
帰
国
し
て
宋
地
教
院
と
律
院
を
兼
ね
た
宋﹅

式﹅

寺
院
の
創
建
を

目
指
す
。
こ
の
宋
式
寺
院
は
天
台
・
戒
律
の
「
学
」
を
修
学
す
る
だ
け
で
な
く
、
俊
芿
の
参
学
し
た
諸
寺
院
の
僧
制
、
規
則
、
暮
ら
し
な
ど

を
も
そ
の
ま
ま
移
植
す
る
も
の
で
あ
っ
た
点
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
泉
涌
寺
の
創
建
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
京
洛
に
南
宋
仏
教

を
実
践
す
る
中
国
式
寺
院
が
創
建
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
戒
律
思
想
や
宋
仏
画
・
仏
像
の
請
来
、
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宋
風
建
造
物
の
造
営
な
ど
、
個
別
に
考
察
さ
れ
て
き
た
泉
涌
寺
創
建
の
意
義
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
る
視
座
と
な
る
。
戒
律
思
想
、
宋
建
築
、

宋
仏
教
文
物
の
導
入
は
、
日
本
で
失
わ
れ
た
「
如
法
」
の
僧
院
生
活
や
規
則
を
復
興
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
戒
律
が
「
久
絶
」

し
た
日
本
仏
教
社
会
の
失
わ
れ
た
清
浄
性
や
僧
侶
の
本
分
を
復
興
す
る
た
め
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
以
下
、
こ
の
視
座

か
ら
俊
芿
お
よ
び
泉
涌
寺
僧
の
活
動
を
考
え
て
み
た
い
。

二

俊
芿
の
十
二
年
間
入
宋
が
意
味
す
る
こ
と

俊
芿
は
十
方
僧
と
し
て
律
院
（
景
福
寺
）
に
三
年
、
教
院
（
超
果
教
院
、
下
天
竺
寺
ほ
か
）
に
八
年
、
禅
院
（
径
山
萬
寿
禅
寺
ほ
か
）
に
一
年

ほ
ど
参
学
し
て
い
る
。
で
は
、
俊
芿
が
十
二
年
間
宋
地
諸
寺
院
に
参
学
し
た
こ
と
は
、
か
れ
の
仏
道
実
践
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
意

味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
従
来
注
目
さ
れ
て
い
な
い
、
宋
地
寺
院
の
年
課
で
あ
る
「
夏
安
居
」
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

夏
安
居
と
は
、
九
十
日
間
集
中
的
に
寺
院
で
修
学
・
修
行
す
る
期
間
を
意
味
し
、
四
月
十
六
日
「
結
夏
」
儀
礼
か
ら
始
ま
り
、
七
月
十
五

日
「
解
夏
」「
自
恣
」
儀
礼
で
終
了
す
る
。
こ
の
間
、
原
則
的
に
寺
外
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
俊
芿
が
滞
在
し
た
江
南
諸
寺
院
で
は
禅

教
律
と
も
に
夏
安
居
が
行
わ
れ
て
お
り
、
俊
芿
も
参
学
寺
院
に
お
い
て
十
年
間
実
践
し
て
い
る(21)。

俊
芿
が
示
寂
す
る
数
日
前
に
遺
誡
と
し
て
し
た
た
め
た
『
泉
涌
寺
遺
属
誥
文
』（
一
二
二
七
年
）
に
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
以
壱左
大
臣
禅
師
思
宣
、
付
壱住
持
長
老
人
日
本
謂

之
別
当
。
右
人
以
為
飲講
壱説
南
山
律
蔵
天
台
止
観
等
、
以
為
壱己
任
。
年
満
壱十
﨟
之

後
、
可
飲為
壱布
薩
戒
師
也(22)。（
後
略
）

こ
れ
は
、
俊
芿
示
寂
後
の
泉
涌
寺
僧
職
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
思
宣
を
「
住
持
長
老
人
」
に
任
命
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
俊
芿

が
「
住
持
」「
長
老
人
」
と
は
日
本
で
い
う
寺
院
管
理
者
で
あ
る
「
別
当
」
に
当
た
る
と
述
べ
る
よ
う
に
、「
住
持
」「
長
老
」
と
い
う
名
称

は
俊
芿
が
体
験
し
た
宋
代
仏
教
の
僧
制
に
準
拠
し
た
役
職
名
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る(23)。
泉
涌
寺
「
長
老
」
は
戒
律
と
天
台
止
観
を
講
義
す
る

旨
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
泉
涌
寺
が
宋
代
「
戒
律
」「
天
台
」
思
想
を
中
心
と
し
た
学
問
寺
院
と
し
て
創
建
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
理
解
さ
れ
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る
。こ

こ
で
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
が
、「
布
薩
戒
師
」
に
な
る
条
件
が
「
十
﨟
を
満
た
し
て
後
」
と
、
俊
芿
が
規
定
す
る
点
で
あ
る
。

「
﨟
」
と
は
僧
侶
の
年
齢
の
こ
と
で
、
夏
安
居
を
実
践
し
た
最
終
日
（
七
月
十
五
日
）
で
ひ
と
つ
﨟
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
夏
安
居
期
間

中
に
決
め
ら
れ
た
日
課
月
課
を
実
践
せ
ず
、
怠
惰
な
態
度
で
修
行
し
て
い
る
と
、
本
来
は
﨟
を
重
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い(24)。
つ
ま
り
、「
十

﨟
」
と
は
、「
如
法
」
の
夏
安
居
を
十
度
＝
十
年
間
実
践
す
る
こ
と
で
獲
得
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
俊
芿
は
、
布
薩
戒
師
に
な
る
た
め

に
は
十
年
間
「
如
法
」
の
夏
安
居
を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
布
薩
は
毎
月
二
回
行
う
懺
悔
儀
礼
で
、

布
薩
戒
師
は
そ
の
指
導
者
で
説
戒
師
と
も
い
う
。
こ
の
規
則
は
、
道
宣
『
教
誡
新
学
比
丘
行
護
律
儀
』
に
「
夫
れ
五
夏
已
上
は
即
ち
阿
闍
梨

位
、
十
夏
已
上
は
是
れ
和
尚
位
」
に
準
拠
し
た
と
み
ら
れ(25)、
布
薩
戒
師
は
「
和
尚
位
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
就
任
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
「
和
尚
位
」
は
、
泉
涌
寺
に
お
け
る
沙
弥
の
別
受
儀
礼
で
「
和
尚
ハ
前キ

、
闍
梨
ハ
後
ニ
歩
列
テ
」
道
場
に
入
場
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も(26)、
古
代
日
本
の
僧
綱
の
「
僧
位
」
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、『
南
山
北
義
見
聞
私
記
』
に
み
え
る
「
和
尚
」
は

「
十
﨟
」
以
上
の
僧
位
を
も
つ
僧
侶
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
別
受
の
戒
師
も
十
﨟
以
上
の
「
和
尚
位
」
の
僧
侶
が
行
っ
て
い
る
。

俊
芿
帰
国
時
の
日
本
仏
教
社
会
が
「
中
古
以
来
出
家
威
儀
盡
以
滅
亡
」「
夏
法
食
法
軌
則
久
絶
」
と
い
う
状
況
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ

ば
、
俊
芿
は
宋
地
の
「
如
法
」
夏
安
居
を
実
践
す
る
こ
と
で
、「
如
法
」
の
「
和
尚
位
」
を
獲
得
し
、「
布
薩
戒
師
」
の
資
格
を
有
す
僧
侶
と

し
て
帰
国
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
実
際
に
俊
芿
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
「
如
法
」
の
僧
侶
育
成
を
目
指
し
て
い
く(27)。

上
記
か
ら
も
「
如
法
」
の
僧
侶
を
育
成
す
る
う
え
で
も
っ
と
も
重
要
な
期
間
が
「
夏
安
居
」
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
、

「
如
法
」
の
夏
安
居
を
実
践
す
る
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
伽
藍
を
必
要
と
す
る
。
俊
芿
は
、
当
時
の
日
本
寺
院
は
、
往
事
の
規
範
性
を

も
つ
伽
藍
で
は
す
で
に
な
く
、
寺
の
垂
範
を
や
ぶ
る
よ
う
な
「
遊
亭
」
に
似
た
伽
藍
で
あ
る
と
嘆
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
俊
芿
は
宋
地
で
実

見
し
た
「
西
乾
之
古
風
」
に
倣
う
「
中
華
之
寺
」
を
模
し
た
伽
藍
を
造
営
し
、
そ
の
伽
藍
で
戒
律
に
則
っ
た
寺
院
生
活
を
実
践
す
る
こ
と
で

「
如
法
」
の
僧
侶
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た(28)。
や
が
て
、
京
洛
東
山
の
仙
遊
寺
旧
地
を
寄
進
さ
れ
（
一
二
一
八
年
）、
宋
式

寺
院
「
泉
涌
寺
」
の
着
工
と
並
行
し
て
、
俊
芿
は
夏
安
居
を
開
始
し
て
い
る
。
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図1 上堂図（13世紀、南宋） 個人蔵

承
久
元
年
（
一
二
一
九
）「
結
夏
日
」

す
な
わ
ち
四
月
十
六
日
の
夏
安
居
開
始
日

の
識
語
を
有
す
俊
芿
『
夏
中
逐
日
修
学
排
文
』

は
、
夏
安
居
中
の
堂
宇
入
口
に
設
置
さ
れ
た
「
排
（
牌
）」
の
案
文
で
、「
起
講
（
開
講
）」「
未
時
各
自
看
読
」
の
修
学
や
「
修
懺
」「
坐
禅
」

「
舎
利
講
及
打
集
」「
黄
昏
諷
弥
陀
経
」
な
ど
の
仏
道
実
践
を
は
じ
め
、
僧
食
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
「
喫
粥
」「
午
初
斎
」
な
ど
の

僧
院
生
活
に
関
す
る
排
（
牌
）
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
俊
芿
に
よ
る
堂
宇
の
造
営
と
と
も
に
、
宋
式
の
夏
安
居
中
の
修
学
・
実
践
・
僧
院

生
活
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る(29)。
な
お
、
排
の
使
用
例
と
し
て
は
、
個
人
蔵
「
上
堂
図
」（
十
三
世
紀
、
南
宋
。
図
1
）
が
参
考
と
な
る(30)。

泉
涌
寺
は
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
四
月
八
日
に
主
要
伽
藍
が
落
成
し
て
、
俊
芿
が
正
式
に
「
開
山
」
を
宣
言
し
（
俊
芿
「
法
塔
後
屛風
銘
」）、

そ
の
直
後
か
ら
法
堂
（
講
堂
）
で
「
九
旬
之
安
居
」（
夏
安
居
）
を
結
び
、
自
身
が
法
座
に
昇
っ
て
経
律
の
法
門
を
講
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
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図2 法堂（講堂）での開講図（『南山北義見聞私記』、
16世紀、室町、象耳泉奘写書奥書） 唐招提寺蔵

「
親
タ
リ
摸ウ
ツ

壱セル
大
宋
ノ
儀
則
ヲ
」
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
帰
朝
後
十
五
年
を
経
て
、
よ
う
や
く
泉
涌
寺
で
「
如
法
」
の
夏
安
居
が
開
始

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る(31)。
堂
内
入
場
の
所
作
は
「
上
堂
図
」（
図
1
）
と
近
し
い
も
の
と
推
察
さ
れ
、
経
律
の
講
義
で
は
、
俊
芿
請
来
の

「
道
宣
律
師
像
」
や
天
台
祖
師
像
を
堂
内
に
安
置
し
た
「
如
法
」
の
開
講
儀
礼
に
準
じ
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
（『
南
山
北
義
見
聞
私
記
』

「
開
講
章
第
四
」。
図
2
)
(32
)。

嘉
禄
二
年
の
俊
芿
に
よ
る
泉
涌
寺
夏
安
居
の
開
始
は
、
宋
式
寺
院
泉
涌
寺
で
「
和
尚
位
」
の
俊
芿
に
よ
る
「
如
法
」
の
僧
侶
を
再
生
産
す

る
環
境
が
整
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
点
は
留
意
し
て
お
き

た
い
。
翌
年
閏
三
月
に
俊
芿
は
示
寂
す
る
が
、
そ
の
場
に

は
、
俊
芿
規
定
の
「
如
法
」
の
夏
安
居
を
経
験
し
た
「
如

法
」
の
夏
臘
を
も
つ
泉
涌
寺
僧
が
控
え
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。
中
世
日
本
に
お
け
る
「
如
法
」
の
和
尚
や
阿
闍
梨
の

再
生
に
も
と
づ
く
戒
律
復
興
は
、
俊
芿
門
弟
た
ち
に
託
さ

れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
、「
和
尚
位
」
の
俊
芿
が
帰
朝
後
最
初
に
夏
安

居
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
入
宋
の
先
人
栄
西
（
一

一
四
一
〜
一
二
一
五
）
創
建
の
建
仁
寺
で
あ
っ
た
。
栄
西

も
安
居
を
重
視
し
て
お
り
（『
興
禅
護
国
論
』
巻
八
）、
俊
芿

は
栄
西
に
招
か
れ
て
帰
国
直
後
（
一
二
一
一
年
）
か
ら
一

年
半
同
寺
に
滞
在
し
て
い
る
（
四
月
二
十
三
日
〜
翌
年
十

月
）。
な
お
、
俊
芿
滞
在
中
の
建
仁
寺
に
は
、
一
二
二
三

年
に
入
宋
す
る
仏
樹
房
明
全
（
一
一
八
四
〜
一
二
二
五
）
も
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い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
明
全
戒
牒
奥
書
』
に
よ
れ
ば
、
後
高
倉
院
（
一
一
七
九
〜
一
二
二
三
）
に
菩
薩
戒
を
授
け
た
と
い
う
が
、
こ
の
導
師

の
一
人
が
俊
芿
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い(33)。
明
全
は
、「
和
尚
位
」
の
俊
芿
が
行
っ
た
夏
安
居
期
間
の
「
如
法
」
の
宋
式
諸
儀
礼
を
経
験
し
、

俊
芿
退
出
後
も
実
践
し
て
阿
闍
梨
・
和
尚
位
を
獲
得
し
て
い
た
た
め
に
後
高
倉
院
の
菩
薩
戒
儀
礼
の
戒
師
の
一
人
と
な
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ

う
。
後
述
す
る
泉
涌
寺
流
の
南
都
へ
の
戒
律
儀
礼
の
展
開
は
、
一
方
で
同
時
並
行
的
に
栄
西
門
流
に
も
展
開
し
て
い
る
こ
と
も
留
意
し
て
お

き
た
い
。

俊
芿
上
洛
後
間
も
な
く
に
交
流
し
た
僧
侶
が
も
う
ひ
と
り
い
る
。
解
脱
房
貞
慶
（
一
一
五
五
〜
一
二
一
三
）
で
あ
る
。
上
記
の
興
福
寺
常
喜

院
（
一
二
一
二
年
）
で
「
夏
安
居
中
に
律
を
学
ん
で
持
斎
し
て
も
安
居
が
終
わ
れ
ば
持
斎
も
し
な
い
」（
無
住
『
沙
石
集
』
巻
三
）
状
況
と
な
っ

た
同
時
期
に
、
貞
慶
は
俊
芿
と
交
流
し
て
い
る
。
俊
芿
の
伝
記
『
不
可
棄
法
師
伝
』（
一
二
四
四
年
）
で
は
、

又
法
相
ノ
名
匠
。
貞
慶
常
ニ
傷
壱テ
律
幢
ノ
已
ニ
顚
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
。
力
ヲ
モ
テ
為ナ

壱ス
中
興
ヲ
。
或
ハ
自ミ

開
キ飲文
。
立
テ飲義
ヲ
。
或
ハ
使
メ

ム
飲門
弟

ヲ
料
簡
セ
。
然
レ
ト
モ
既
ニ飲缺
壱テ
師
𣴎
ヲ
。
實
ニ
多
シ飲未
タ

コ
ト
飲通
セ
。
幸
ニ
値
壱テ
法
師
ノ
歸
朝
ニ
。
送
壱ル
秊
来
之
疑
問
ヲ
。
法
師
當
座
ニ

荅
通
ス
ル
コ
ト
如
シ飲流
レ
。
疑
冰
忽
ニ
解ト

ケ
。
蒙
霧
早
ク
除
コ
ヌ
。
貞
慶
ノ
所
談
ハ
。
唯
局カ

壱キテ
事
鈔
ニ
。
至
壱テハ
于
戒
業
二
䟽
。
集
義
鈔

等
ニ
。
未
タ

ス
飲見
壱其
ノ
書
ヲ
。
況
於
テ
ヲ飲義
ニ
乎ヤ

。
法
師
ノ
傳
来
。
其
ノ
文
始
テ
行
ハ
ル
。
凡
ソ
當
丗
。
所
ノ飲行
フ
戒
行
。
多
ク
ハ
由
壱ル
法
師
ノ

之
力
ニ
。
如
壱キハ
持
齊
者
。
先
賢
雖
飲行
フ
ト
。
不
飲順
キ
セ
律
制
ニ
。
依
壱テ
法
師
ノ
説
ニ
。
方
ニ
成ナ

壱ス
如
法
ヲ
。
如
壱キハ
持
壱チ
護
ル
カ
衣
鉢
ヲ
者

盛
壱ナル
コ
ト
于
丗
上
ニ
。
前
代
未
タ

ス
聞
カ
。
是
レ
同
ク
依
ル
法
師
ノ
弘
傳
ニ
也
。
可
キ飲謂
鰯フ
紐
壱キ
既
ニ
絶
タ
ル
之
玄
網
ヲ
。
樹タ

芋ツト
已
ニ
顚
レ
タ
ル

之
大
表
茨ヲ
者
ノ
歟(34)。

と
あ
る
。
戒
律
復
興
を
志
し
た
貞
慶
は
『
四
分
律
行
事
鈔
』
を
講
じ
て
門
弟
を
育
成
し
て
い
た
が
、「
師
承
」
を
欠
く
た
め
不
明
点
が
多
か

っ
た
。
そ
こ
で
帰
国
し
た
俊
芿
に
「
年
来
之
疑
問
」
を
送
り
、
回
答
を
得
て
疑
問
が
氷
解
し
た
と
い
う
。
ま
た
俊
芿
請
来
の
律
書
が
送
ら
れ

る
こ
と
で
、
俊
芿
の
説
に
よ
っ
て
「
如
法
」
の
持
斎
と
「
衣
鉢
」
を
護
持
す
る
こ
と
が
広
ま
っ
た
と
伝
え
る
。「
衣
鉢
」
に
関
し
て
は
『
徹

底
章
』
に
、

有
壱笠
置
解
脱
上
人
ト
云
者
。
慨
壱律
宗
ノ
斷
絕
重
テ
致
壱再
興
之
志
。（
中
略
）
如
飲是
度
度
雖
飲至
壱再
興
ヲ
。
無
壱相
承
故
ニ
長
衣
長
鉢
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尚
暗
壱其
名
字
ニ
。
仍
以
壱知
足
房
為
壱使
者
ト
。
泉
涌
寺
ノ
開
山
ニ
尋
飲之
。
長
衣
ト
者
尺
六
八
寸
ト
釋
飲之
。
尤
有
壱其
謂
歟
。
長
鉢
ノ

義
難
飲意
如
何
。
云云
泉
涌
寺
開
山
答
云
。
長
ト
者
非
壱長
短
ノ
長
ニ
。
是
餘
剩
ノ
義
ナ
リ
。
即
以
壱資
持
記
一
部
。
送
壱笠 (置
カ
)

居
ヘ
。
上
人
得
飲之

羣
疑
忽
ニ
散
。
是
即
南
都
資
持
記
流
行
之
最
初
也
。
是
只
纔
雖
飲至
相
似
ノ
依
學
ニ
。
如
法
ノ
行
儀
斷
絕
不
飲弘(35)。

と
あ
る
よ
う
に
、「
相
承
」
が
な
い
た
め
に
不
明
と
な
っ
た
律
儀
に
関
し
て
、
実
際
に
貞
慶
の
弟
子
知
足
房
戒
如
（
？
〜
一
二
一
二
〜
一
二
四

〇
〜
？
）
が
俊
芿
の
も
と
へ
参
学
し
、
教
え
を
請
い
回
答
を
得
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
こ
の
出
来
事
は
道
宣
『
四
分
律
行
事

鈔
』
の
註
釈
書
で
あ
る
元
照
『
四
分
律
行
事
鈔
資
持
記
』
が
南
都
へ
伝
来
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
戒
如
が
直
接
俊
芿

に
参
学
し
て
い
る
点
に
留
意
し
た
い
。

俊
芿
『
清
衆
規
式
』（
一
二
一
五
年
制
定
）、『
泉
涌
寺
遺
属
誥
文
』
や
『
南
山
北
義
見
聞
私
記
』
を
踏
ま
え
れ
ば
、
俊
芿
は
、
泉
涌
寺
で

「
十
方
僧
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
お
り
、「
他
所
之
僧
」「
客
僧
」
に
開
か
れ
た
寺
院
の
造
営
を
目
指
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

か
れ
ら
の
参
学
に
際
し
て
は
、
か
な
ら
ず
「
初
テ
来
ニ
ハ
必
告
壱知
風
俗
僧
制
ヲ
」
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
、「
依
衆
学

行
」「
知
僧
事
」「
別
場
懺
」
の
「
三
箇
条
ハ
僧
衆
共
住
ノ
之
大
綱
」
と
し
て
「
是
ヲ
以
泉
涌
寺
開
山
僧
制
之
初
ニ
被
飲置
飲之
者
」
で
あ
る
こ
と

が
「
住
持
教
勅
」
で
宣
言
さ
れ
（『
南
山
北
義
見
聞
私
記
』「
投
下
章
第
一
」）、
入
門
翌
日
の
小
食
（
朝
食
）
か
ら
威
儀
を
具
し
て
参
加
し
、
僧
堂

内
で
の
所
作
や
「
巡
堂
」
を
学
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
た
と
え
「
客
僧
」
で
あ
っ
て
も
泉
涌
寺
の
宋
式
入
寺
作
法
に
し
た
が
う
こ
と
が

義
務
づ
け
ら
れ
、
宋
式
の
僧
食
を
体
験
し
た
わ
け
で
あ
る(36)。
つ
ま
り
、
俊
芿
か
ら
戒
律
を
学
ぶ
こ
と
は
、
宋
式
の
僧
制
や
規
則
、
儀
式
に
し

た
が
う
と
い
う
こ
と
で
、
戒
如
は
俊
芿
を
介
し
て
南
宋
仏
教
を
擬
似
体
験
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

三

海
龍
王
寺
と
い
う
「
場
」

十
四
世
紀
の
元
休
は
、
俊
芿
と
戒
如
の
交
流
に
よ
り
「
南
都
に
戒
律
の
学
は
伝
わ
っ
た
が
、
如
法
の
行
儀
は
断
絶
し
て
弘
ま
ら
な
か
っ

た
」
と
評
価
す
る
。
こ
の
点
を
考
え
て
み
た
い
。
上
述
し
た
よ
う
に
、「
寺
院
へ
の
参
学
」
と
は
、
そ
の
寺
院
の
僧
制
や
規
則
に
準
じ
て
修
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学
、
実
践
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
俊
芿
が
帰
国
間
も
な
く
の
身
と
は
い
え
、
戒
如
が
俊
芿
の
も
と
へ
参
学
す
る
こ
と
も
や
は
り
宋

代
仏
教
の
擬
似
的
体
験
が
あ
る
程
度
と
も
な
う
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

泉
涌
寺
流
の
南
都
へ
の
展
開
は
、
上
述
の
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
海
龍
王
寺
夏
安
居
が
有
名
だ
が
、
こ
の
海
龍
王
寺
は
貞
慶
と
そ
の
門

弟
戒
如
と
ゆ
か
り
あ
る
寺
院
で
あ
る
と
い
う(37)。
注
目
す
べ
き
は
、
年
不
明
な
が
ら
貞
慶
に
よ
る
「
金
堂
・
講
堂
・
東
西
金
堂
・
僧
房
五
間
裏

書
〈東
室
三
軒
長
老
坊
地
蔵
院
〉」
の
修
造
が
知
ら
れ
、「
即
至
天
福
暦
。
始
住
持
戒
僧
」
と
述
べ
ら
れ
る
点
で
あ
る
（『
南
都
海
龍
王
寺
僧
申
状
』、

寛
元
二
年
〈
一
二
四
四(38)〉）。
上
述
の
よ
う
に
、「
住
持
」
は
宋
代
仏
教
の
僧
制
に
も
と
づ
く
役
職
名
で
あ
る
か
ら
（
俊
芿
『
泉
涌
寺
遺
属
誥
文
』）、

天
福
暦
（
一
二
三
三
）
に
海
龍
王
寺
は
持
戒
持
律
僧
を
「
住
持
」
と
す
る
宋
様
式
（
宋
風
）
寺
院
と
な
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
前
年

（
一
二
三
二
）
五
月
に
は
、『
海
龍
王
寺
禁
制
状
』
も
制
定
さ
れ
て
い
る
。
僧
衆
は
「
和
合
」
す
べ
き
事
、
威
儀
を
正
す
べ
き
事
、
僧
衆
は
共

住
す
べ
き
事
（
私
房
を
持
た
な
い
事
）、
女
人
の
宿
泊
を
禁
じ
る
事
な
ど
、
当
時
の
海
龍
王
寺
の
実
情
を
示
し
て
い
る
が
、
な
か
で
も
「
一

可
特
好
勧
学
事
」
に
、

中
興
以
来
隠
遁
之
人
。
多
以
栖
息
以
戒
律
本
宗
。
以
法
華
為
兼
学
之
儀
。
尤
以
相
応
不
可
違
失
。
其
中
為
年
々
恒
例
之
勤
。
一
夏
九
旬

之
間
。
可
安
居
。
学
問
各
積
五
夏
者
。
頗
叶
仏
制
。
豈
非
殖
法
縁
乎(39)

と
あ
り
、
貞
慶
再
興
後
に
海
龍
王
寺
に
住
侶
し
た
「
隠
遁
之
人
」
は
、
戒
律
を
「
本
宗
」
と
し
て
法
華
を
「
兼
学
」
し
、
そ
の
な
か
で
恒
例

の
勤
め
と
し
て
、
夏
九
十
日
間
は
安
居
す
べ
き
で
、
学
問
は
五
年
修
学
す
る
こ
と
が
「
仏
制
」
に
か
な
う
も
の
だ
と
述
べ
る
。
か
か
る
一
条

を
し
て
、
徳
田
氏
は
海
龍
王
寺
が
泉
涌
寺
流
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た(40)。『
海
龍
王
寺
禁
制
状
』
制
定
翌
年
の
天
福
元
年

に
「
始
住
持
戒
僧
」（『
南
都
海
龍
王
寺
僧
申
状
』）
と
あ
る
の
は
、
官
僧
を
離
れ
た
遁
世
僧
が
「
住
持
」
と
な
っ
て
『
海
龍
王
寺
禁
制
状
』
に

準
じ
た
夏
安
居
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。

留
意
す
べ
き
は
、
海
龍
王
寺
夏
安
居
の
開
始
年
（
一
二
三
三
年
）
で
あ
る
。
俊
芿
に
よ
る
泉
涌
寺
で
の
「
如
法
」
夏
安
居
の
開
始
年
（
一
二

二
六
年
）
か
ら
す
で
に
五
年
以
上
経
過
し
て
お
り
、
仮
に
貞
慶
門
弟
（
戒
如
な
ど
）
が
泉
涌
寺
夏
安
居

あ
る
い
は
一
二
二
六
年
以
前
の
俊

芿
主
催
の
夏
安
居

に
参
集
し
、
い
ず
れ
か
の
寺
院
で
実
践
し
て
い
れ
ば
、「
阿
闍
梨
位
」「
和
尚
位
」
を
持
つ
持
戒
持
律
の
僧
侶
が
海
龍
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王
寺
「
住
持
」
に
就
任
し
て
い
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。
俊
芿
が
宋
式
伽
藍
の
創
建
を
重
視
し
た
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
貞
慶
に
よ
る
海

龍
王
寺
講
堂
・
東
西
金
堂
・
僧
房
の
修
繕
・
再
建
は
、
海
龍
王
寺
の
宋
風
寺
院
化
と
連
動
す
る
も
の
だ
ろ
う(41)。
と
り
わ
け
、
平
安
期
以
降
に

僧
侶
の
別
住
別
食
が
常
態
化
し
て
い
た
な
か
で
の
「
僧
房
」
の
再
建
は
重
要
で
あ
る
。
宋
式
寺
院
泉
涌
寺
で
は
「
僧
衆
毎
日
晨
朝
粥
午
飯
、

並
在
飲此
喫
也
」（
俊
芿
『
泉
涌
寺
殿
堂
房
寮
色
目
』「
僧
堂
」
項(42)）
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
海
龍
王
寺
僧
房
も
「
如
法
」
の
僧
院
生
活
の

実
践
（
僧
食
）
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
再
建
（
修
繕
）
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

か
か
る
海
龍
王
寺
の
宋
風
寺
院
化
の
四
年
後
、
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
に
、
泉
涌
寺
第
三
世
長
老
・
頼
円
房
定
舜
（
？
〜
一
二
二
七
〜
四

四
／
五
）
が
海
龍
王
寺
夏
安
居
に
招
聘
さ
れ
、
律
学
の
講
義
を
開
く
わ
け
で
あ
る
。
定
舜
は
、
俊
芿
示
寂
時
に
臨
席
し
て
い
た
泉
涌
寺
僧
で

（『
泉
涌
寺
遺
属
誥
文
』）、
俊
芿
の
「
如
法
」
夏
安
居
を
体
験
し
、
直
接
律
学
を
学
ん
だ
直
弟
子
の
ひ
と
り
で
あ
る
。

嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
が
、
俊
芿
に
よ
る
「
如
法
」
夏
安
居
が
開
始
さ
れ
た
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
か
ら
十
一
年
の
歳
月
を
経
て
い
る

こ
と
に
留
意
す
れ
ば
、
泉
涌
寺
長
老
・
定
舜
は
「
如
法
」
の
阿
闍
梨
位
と
和
尚
位
、
さ
ら
に
布
薩
戒
師
の
資
格
を
持
つ
僧
侶
と
し
て
、
海
龍

王
寺
夏
安
居
で
開
講
し
た
こ
と
に
な
る(43)。
こ
の
講
義
を
聴
講
し
、「
布
薩
ノ
行
儀
」「
食
堂
ノ
規
式
等
」（『
円
照
上
人
行
状
』
中
）
を
体
験
し
た

の
が
、
上
述
の
叡
尊
、
覚
盛
、
良
遍
た
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
翌
年
十
月
に
西
大
寺
で
「
如
法
布
薩
」「
如
説
布
薩
」
の
「
再
興
」
が

叡
尊
た
ち
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
や
は
り
俊
芿
に
よ
る
宋
地
請
来
の
「
如
法
」
夏
安
居
を
十
度
実
践
し
た
「
如
法
」
の
和
尚
位

の
僧
で
あ
り
、
布
薩
戒
師
の
資
格
を
も
つ
泉
涌
寺
僧
定
舜
か
ら
直
接
「
如
法
」
の
布
薩
行
儀
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、「
如
法
」
布
薩
儀
礼

再
興
の
宣
言
が
な
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
叡
尊
や
覚
盛
た
ち
の
「
如
法
」
の
布
薩
再
興
宣
言
の
背
景
に
は
、
僧
侶
と
し
て
「
如
法
」
の
〈
身
体
性
〉

を
有
す
僧
へ
の
聴
講
と
実
修
が
必
須
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
戒
律
復
興
に
は
「
学
」
だ
け
で
は
な
く
、
師
か
ら
相
承
し

た
「
如
法
」
の
〈
身
体
性
〉
を
と
も
な
う
「
行
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
貞
慶
の
講
義
が
「
師
承
」「
相
承
」
を
欠
く
の
も
「
学
」
だ
け
の

問
題
で
は
な
く
、
貞
慶
以
前
に
諸
行
儀
が
「
滅
亡
」
し
て
い
た
た
め
「
行
」
が
継
承
さ
れ
ず
実
践
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
、
当
時
の
日
本
仏

教
社
会
で
は
「
如
法
」
の
僧
侶
を
再
生
し
育
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
打
開
し
た
の
が
、
入
南
宋
僧
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た
ち
で
あ
り
、
と
り
わ
け
俊
芿
は
宋
地
で
「
如
法
」
の
持
律
持
戒
僧
か
ら
教
え
を
受
け
、
そ
の
手
続
き
を
学
び
、
実
践
す
る
こ
と
で
「
和
尚

位
」
と
布
薩
戒
師
の
資
格
を
も
つ
「
如
法
」
僧
と
し
て
帰
国
し
た
。
貞
慶
や
戒
如
は
そ
の
俊
芿
か
ら
「
学
」「
行
」
を
学
び
、
南
都
へ
の
浸

透
を
図
る
た
め
の
「
場
」
と
し
て
、
海
龍
王
寺
が
選
ば
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

俊
芿
が
日
本
で
「
如
法
」
の
持
戒
持
律
僧
を
再
生
さ
せ
る
た
め
に
は
、
自
身
が
宋
地
で
実
践
し
た
環
境
と
歳
月
を
同
じ
く
必
要
と
し
た
。

俊
芿
示
寂
前
後
に
は
泉
涌
寺
僧
の
入
南
宋
が
頻
出
す
る
一
方
で(44)、
泉
涌
寺
開
山
後
の
「
如
法
」
の
夏
安
居
（
一
二
二
六
年
）
か
ら
約
十
年
間
、

泉
涌
寺
僧
の
国
内
で
の
積
極
的
な
活
動
が
見
い
だ
せ
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
俊
芿
に
参
学
し
た
戒

如
た
ち
に
よ
っ
て
南
都
に
蒔
か
れ
た
「
種
」
も
同
じ
よ
う
な
環
境
と
歳
月
を
必
要
と
し
た
は
ず
で
、
最
初
に
そ
の
華
を
開
か
せ
、
以
後
の
南

都
戒
律
復
興
の
最
初
期
の
拠
点
と
な
っ
た
寺
院
が
海
龍
王
寺
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
俊
芿
と
貞
慶
・
戒
如
の
交
流
は
た
し
か
に
「
如
法
ノ

行
儀
」
を
伝
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え(45)、
海
龍
王
寺
は
、
実
際
に
入
宋
し
て
い
な
い
僧
侶
に
よ
る
南
都
最
初
の
宋﹅

風﹅

寺
院
と
し
て
評
価

さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

四

叡
尊
・
覚
盛
・
良
遍
た
ち
が
み
た
宋
式
仏
教
儀
礼

泉
涌
寺
僧
定
舜
や
叡
尊
た
ち
が
共
住
し
た
鎌
倉
時
代
の
海
龍
王
寺
諸
伽
藍
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
そ
れ
を
復
元
す
る
う
え
で
参
考
と
な
る

の
が
「
海
龍
王
寺
境
内
絵
図
」（
江
戸
時
代
、
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
で
あ
る
（
図
3
）。

定
舜
開
講
時
に
は
す
で
に
貞
慶
が
「
金
堂
・
講
堂
・
東
西
金
堂
・
僧
房
五
間
裏
書
〈東
室
三
軒
長
老
坊
地
蔵
院
〉」（『
南
都
海
龍
王
寺
僧
申
状
』）

を
再
建
し
て
お
り
、
宋
式
の
開
講
と
布
薩
は
貞
慶
再
建
の
「
講
堂(46)」、
僧
食
は
同
じ
く
「
僧
房
」
で
あ
る
「
東
室
」「
西
室
」
の
ど
ち
ら
か
で

行
わ
れ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
宋
式
の
僧
食
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
大
徳
寺
伝
来
「
五
百
羅
漢
図
」
と
『
南
山
北
義
見
聞
私
記
』「
二
時

食
章
第
二
」
か
ら
復
元
的
に
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で(47)、
こ
こ
で
は
宋
式
の
開
講
と
入
寺
儀
礼
、
布
薩
儀
礼
を
中
心
に
紹
介
し
て
お
き
た

い
。
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図3 海龍王寺境内絵図（17世紀、江戸） 京都国立博物館蔵

1

宋
式
の
開
講
儀
礼
と
入
寺
儀
礼

海
龍
王
寺
講
堂
は
石
畳
式
で
あ
り
、
沓
を
履
い
た
状
態
で
入
室
す
る
土
間
（
石
敷
）
形
式
堂
宇
と
考
え
ら
れ
る(48)。
と
す
れ
ば
、
同
じ
石
敷

（
磚
敷
）
で
講
堂
の
機
能
を
持
つ
宋
代
伽
藍
「
法
堂
」
が
そ
の
参
考
に
な
ろ
う
。
堂
内
は
『
南
山
北
義
見
聞
私
記
』「
開
講
章
第
三
」
の
「
法

堂
図
」（
図
2
）
の
よ
う
な
設
え
と
な
り
、
さ
ら
に
は
「
上
堂
図
」（
図
1
）
の
よ
う
な
開
講
儀
礼
が
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
堂
内
中
央
の

須
弥
壇
上
に
は
屛
風
と
講
師
の
坐
す
法
被
を
掛
け
た
「
椅
子
」
が
安
置
さ
れ
、
そ
の
前
卓
上
に
払
子
、
柄
香
炉
、
香
炉
、
経
文
、
戒
尺
を
置

く
。
須
弥
壇
上
の
設
え
は
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢
図
「
上
堂
」
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
（
図
4
）、
海
龍
王
寺
で
も
同
じ
よ
う
な
宋
式

の
設
備
の
存
在
を
想
定
し
て
よ
か
ろ
う
。
講
師
前

の
左
右
の
椅
子
に
は
、
聖
僧
坐
像
と
長
老
（
宗

師
）
が
坐
し
、
受
講
者
は
法
﨟
（
夏
臘
）
に
よ
っ

て
席
次
が
定
め
ら
れ
、
椅
子
の
左
右
の
連
床
（
長

イ
ス
）
に
坐
し
て
受
講
す
る
。
受
講
者
が
多
い
場

合
は
、
壁
面
に
も
連
床
を
置
い
て
聴
講
し
た
。
開

講
に
先
立
っ
て
、
受
講
者
は
先
に
入
堂
し
、
席
次

に
し
た
が
い
坐
し
て
お
り
、
鐘
・
鼓
な
ど
で
開
講

を
知
ら
せ
て
い
た
。「
上
堂
図
」（
図
1
）
は
ま
さ

に
太
鼓
を
た
た
く
行ア
ン

者ジ
ャ

に
合
わ
せ
て
講
師
が
入
堂

す
る
場
面
を
や
や
象
徴
的
に
描
く
が
、
叡
尊
や
覚

盛
が
目
の
当
た
り
に
し
た
宋
式
の
講
義
と
は
、
こ

の
よ
う
な
儀
式
（
作
法
）
で
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
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図4 上堂、五百羅漢図のうち（12世紀、南宋）
大徳寺蔵

る
。宋

式
仏
教
儀
礼
で
注
目
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
資
具
が
「
椅イ

子ス

」

で
あ
る
。
椅
子
（
倚
子
）
文
化
は

す
で
に
中
国
か
ら
古
代
日
本
社
会

に
伝
来
し
て
い
た
が
、
平
安
期
に

は
ご
く
限
ら
れ
た
空
間
で
の
み
使

用
さ
れ
て
い
た(49)。
そ
う
し
た
椅
子

文
化
が
入
南
宋
僧
に
よ
る
宋
代
の

僧
院
生
活
や
「
如
法
」
儀
礼
の
導

入
に
と
も
な
い
、
そ
れ
を
模
倣
す
る
諸
寺
院
を
中
心
に
ふ
た
た
び
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
る(50)。
こ
う
し
た
宋
式
の
椅
子
文
化
は
、
椅
子
に
坐

す
叡
尊
や
忍
性
の
肖
像
画
が
存
在
す
る
よ
う
に
叡
尊
流
で
も
受
容
さ
れ
て
お
り(51)、
や
が
て
覚
盛
の
入
寺
す
る
唐
招
提
寺
で
も
受
容
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

忍
性
が
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
唐
招
提
寺
に
施
入
し
た
「
東
征
伝
絵
巻
」
は
、
鑑
真
の
行
状
を
全
五
巻
に
わ
た
り
描
く
も
の
で
あ
る(52)。

こ
の
当
時
に
鑑
真
請
来
の
諸
戒
律
儀
礼
が
「
滅
亡
」
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
本
図
中
に
描
か
れ
る
伽
藍
、
そ
の
な
か
で
繰
り
広
げ

ら
れ
る
儀
礼
空
間
や
僧
侶
の
所
作
・
資
具
類
は
、
鑑
真
時
代
の
姿
を
描
く
の
で
は
な
く
、
鎌
倉
時
代
の
入
宋
僧
が
実
見
し
、
請
来
し
た
南
宋

江
南
地
域
仏
教
社
会
の
姿
を
描
い
て
い
る
と
見
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。
鑑
真
が
坐
す
座
具
の
多
く
が
宋
代
の
椅
子
に
多
く
見
ら
れ
る
法
被
を
掛

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
じ
め
、
巻
第
一
第
五
段
の
揚
州
大
明
寺
で
鑑
真
が
律
を
開
講
す
る
場
面
（
図
5
）
は
、
ま
さ
に
上
述
の
宋
式
開

講
の
堂
宇
と
重
な
る
空
間
で
あ
り
、
巻
第
二
第
三
段
の
儀
礼
空
間
へ
の
行
列
も
「
上
堂
図
」（
図
1
）
で
の
入
堂
作
法
と
通
じ
る(53)。

ま
た
、
泉
涌
寺
儀
で
は
長
老
（
住
持
）
の
入
院
時
に
は
、
三
門
前
で
衆
僧
が
左
右
に
列
立
し
て
長
老
を
迎
え
入
れ
る
が
（『
南
山
北
義
見
聞
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図6 東征伝絵巻 巻第四第二段（13世紀、鎌倉） 唐招提寺蔵

図5 東征伝絵巻 巻第一第五段（13世紀、鎌倉） 唐招提寺蔵

私
記
』「
入
院
章
第
二
十
四
」）、
こ
う
し
た
儀
礼
は
、

俊
芿
が
建
仁
寺
に
招
請
さ
れ
た
と
き
に
も
「
入
洛
シ

テ
即
到
壱ル
建
仁
寺
ニ
。
僧
正
已
下
ノ
禪
徒
等
。
鳩
ノ
如

ク
ニ
集
壱リ
庭
上
ニ
。
鴈
ノ
如
ク
ニ
行ツ
ラ

壱ナ
テ
門
下
ニ
。
迎
テ

入
壱レテ
方
丈
ニ
。
焼
キ飲香
設
ク飲礼
ヲ
」(54)と
あ
る
よ
う
に
、

宋
代
仏
教
に
準
じ
た
も
の
と
わ
か
る
。
こ
う
し
た
儀

礼
も
ま
た
巻
第
四
第
二
段
の
鑑
真
の
入
寺
場
面
で
三

門
前
に
列
立
す
る
衆
僧
の
姿
（
図
6
）
と
重
な
る
。

こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
、「
東
征
伝
絵
巻
」
に
は
、

そ
の
当
時
の
西
大
寺
流
・
唐
招
提
寺
流
で
実
践
さ
れ

た
宋
様
式
の
寺
院
生
活
や
儀
礼
の
姿
が
描
き
出
さ
れ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
入
寺
儀
礼
は
や
や
時
代
が
下
る
が
、
応

永
五
年
（
一
三
九
八
）
唐
招
提
寺
に
入
院
す
る
宗
禅

（
第
四
十
三
世
）
の
儀
礼
で
も
共
通
し
て
お
り
、
唐
招

提
寺
の
入
院
儀
礼
が
南
宋
式
入
院
儀
礼
で
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う(55)。
こ
の
よ
う
に
、
南
都

諸
寺
院
に
お
け
る
宋
式
入
寺
儀
礼
の
受
容
が
認
め
ら

れ
る
な
ら
ば
、
定
舜
の
海
龍
王
寺
入
院
時
も
こ
の
よ

う
な
宋
式
儀
礼
で
迎
え
ら
れ
た
と
考
え
た
い
。
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2

宋
式
の
布
薩
儀
礼
と
「
和
合
」

以
上
の
よ
う
な
宋
式
の
入
院
・
開
講
の
諸
儀
礼
が
海
龍
王
寺
や
弘
誓
院
で
実
践
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
覚
盛
が
落
涙
し
た
「
如
法
」
の
布

薩
儀
礼
も
や
は
り
宋
式
で
あ
ろ
う
。
幸
い
に
し
て
、「
開
山
ノ
御
図
」
す
な
わ
ち
俊
芿
作
成
の
布
薩
道
場
荘
厳
図
を
参
考
に
し
た
泉
涌
寺
流

の
図
面
（
図
7
）
と
そ
の
次
第
が
残
り
、
海
龍
王
寺
で
実
践
さ
れ
た
定
舜
の
「
布
薩
ノ
行
儀
」
が
復
元
可
能
と
な
る(56)。

道
場
中
央
の
須
弥
壇
上
に
は
「
倚
子
」、
卓
上
に
は
戒
尺
、
払
子
、
花
籠
、
柄
香
炉
が
設
置
さ
れ
、
須
弥
壇
下
に
は
「
開
講
」
と
同
じ
よ

う
に
宗
師
（
長
老
）
の
本
位
と
聖
僧
坐
像
、
衆
僧
が
坐
す
連
床
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
宗
師
と
聖
僧
の
間
に
は
「
大
香
炉
」
が
設
置
（
図
上

で
は
後
述
の
籌
箱
に
接
し
て
安
置
）
さ
れ
、
儀
礼
中
の
焼
香
は
こ
の
香
炉
で
行
わ
れ
る
。
道
場
入
口
に
は
「
説
戒
」「
厳
浄
」
の
排
（
牌
）
が
設

置
さ
れ
、
正
面
に
は
儀
礼
を
行
う
た
め
の
半
畳
、
各
台
上
に
華
瓶
（
左
右
両
端
）、
香
水
と
香
湯
瓶
・
盥
・
布
巾
、
籌
を
入
れ
た
箱
（
籌
箱
）

と
花
籠
（
中
央
）
が
置
か
れ
て
い
る
。「
籌
」
と
は
「
共
住
」
す
る
僧
侶
の
数
を
認
識
す
る
た
め
の
棒
状
の
資
具
で
あ
り
、「
共
住
」
す
る
特

定
の
僧
伽
で
行
わ
れ
る
布
薩
儀
礼
で
は
出
仕
者
の
人
数
を
把
握
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る(57)。

『
南
山
北
義
見
聞
私
記
』「
四
分
布
薩
章
」
か
ら
、
布
薩
役
僧
（
唱
白
師
、
説
戒
師
、
唄
師
）
の
視
点
で
宋
式
布
薩
の
次
第
を
以
下
に
概
略
し

て
お
く
。
衆
僧
は
長
老
入
堂
前
に
入
堂
し
て
焼
香
礼
拝
を
済
ま
せ
、
堂
外
で
列
立
し
て
待
機
す
る
（
図
7
左
下
方
）。
宗
師
（
長
老
）
と
一
緒

に
入
堂
す
る
と
大
僧
の
五
人
と
唱
白
師
（
儀
礼
進
行
者
）
が
経
文
読
誦
や
湯
水
で
手
を
洗
う
儀
式
を
行
う
。
唱
白
師
は
入
口
に
あ
る
籌
箱
を

開
い
て
、
籌
を
香
水
香
湯
で
濯
ぐ
。
香
湯
水
儀
式
は
、
唱
白
師
が
「
静
」

儀
礼
進
行
用
の
仏
具

を
浄
め
た
後
、
宗
師
、
聖
僧
像
前
、

さ
ら
に
上
﨟
か
ら
順
に
衆
僧
に
も
行
う
。
僧
侶
は
「
浄
水
偈
」
な
ど
の
偈
頌
を
唱
え
る
。
全
員
終
わ
れ
ば
、
香
湯
水
・
布
巾
を
所
定
の
位
置

に
戻
す
。
こ
の
よ
う
な
所
作
後
に
、
唱
白
師
の
槌
一
丁
（
静
を
槌
で
一
度
打
つ
こ
と
）
と
宣
言
に
よ
り
、
布
薩
儀
礼
が
開
始
さ
れ
る
。
ま
ず
、

衆
僧
に
籌
を
配
り
、
人
数
を
把
握
す
る
（
授
受
の
所
作
も
細
や
か
に
規
定
さ
れ
る
）。
布
薩
参
加
者
の
人
数
が
宗
師
に
告
げ
ら
れ
、
宗
師
が
説
戒

師

あ
る
い
は
宗
師
が
別
に
説
戒
師
を
指
名

と
な
り
「
法
座
」（
図
7
椅
子
の
箇
所
）
に
登
壇
す
る
。
衆
僧
の
三
人
が
戒
師
前
の
花
籠

と
香
水
香
湯
瓶
を
執
り
、
散
花
・
灑
水
し
て
道
場
を
清
浄
に
し
、
そ
の
折
「
散
花
偈
」
を
誦
す
。
そ
の
後
、
唄
師
に
よ
る
「
優
波
離
唄
」
読
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わ
れ
る
。
な
お
、
有
厳
は
こ
の
儀
礼
で
唄
師
を
勤
め
て
お
り(60)、
宋
音
「
優
婆
離
唄
」「
後
唄
」
を
読
誦
し
た
可
能
性
が
高
く
、
お
そ
ら
く
は

布
薩
前
日
の
結
界
儀
礼
も
泉
涌
寺
流
に
基
づ
く
も
の
だ
ろ
う(61)。
覚
盛
が
落
涙
し
た
「
如
法
布
薩
」
は
上
記
内
容
に
き
わ
め
て
近
い
も
の
だ
っ

た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
か
つ
て
俊
芿
請
来
の
道
宣
・
元
照
律
師
像
の
模
写
活
動
か
ら
泉
涌
寺
と
西
大
寺
の
結
夏
儀
礼
が
共
通
す
る
こ
と
を

見
い
だ
し
、
そ
の
理
由
を
海
龍
王
寺
で
の
開
講
に
求
め
る
試
論
を
述
べ
た
が
、
入
院
・
開
講
・
布
薩
な
ど
の
諸
儀
礼
も
そ
の
可
能
性
が
高
い
。

や
は
り
、
海
龍
王
寺
で
の
泉
涌
寺
儀
の
開
講
は
、
叡
尊
や
覚
盛
な
ど
南
都
僧
の
戒
律
復
興
運
動
の
「
学
（
思
想
的
）」「
行
（
実
践
的
）」
両
面

に
影
響
を
与
え
、
復
興
運
動
の
基
礎
と
な
っ
た
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る(62)。

そ
の
ひ
と
り
で
あ
る
覚
盛
は
し
ば
ら
く
自
誓
受
戒
し
た
立
場
を
隠
し
て
興
福
寺
僧
と
し
て
活
動
し
、
や
が
て
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
二

月
二
十
四
日
に
唐
招
提
寺
に
入
る
。
そ
し
て
、
同
年
四
月
十
四
・
十
五
日
に
は
唐
招
提
寺
で
諸
寺
（
の
持
戒
僧
）
が
集
ま
り
、
布
薩
が
行
わ

れ
た
（『
感
身
学
正
記
』
同
年
条
）。
後
述
す
る
よ
う
に
、
覚
盛
は
ど
う
や
ら
唐
招
提
寺
に
は
自
誓
受
戒
と
持
戒
持
律
の
生
活
を
通
し
て
獲
得
し

た
「
如
法
」
僧
と
し
て
入
院
し
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
布
薩
は
定
舜
の
講
義
に
も
と
づ
く
宋
式
で
行
わ
れ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、

こ
の
年
か
ら
擬
似
的
宋
代
仏
教
に
も
と
づ
く
唐
招
提
寺
の
宋
風
律
院
化
が
開
始
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
覚
盛
の
示
寂
（
一
二
四

九
年
）
も
あ
っ
て
そ
の
復
興
過
程
の
詳
細
が
不
明
で
あ
る
の
は
遺
憾
で
あ
る(63)。

さ
て
、
布
薩
儀
礼
で
「
和
合
」
で
き
な
い
「
未
受
具
戒
者
」
に
関
し
て
触
れ
て
お
く
。
そ
も
そ
も
、
上
記
の
「
未
受
具
戒
者
」
は
、『
私

記
』
で
は
「
沙
弥
」
に
適
用
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
平
安
時
代
か
ら
「
出
家
威
儀
盡
以
滅
亡
」
と
さ
れ
た
当
時
は
、「
如
法
」
の
受
戒
儀
礼
を

通
し
て
得
ら
れ
た
戒
体
を
具
し
て
い
な
い
者
に
も
適
用
さ
れ
た
概
念
と
考
え
ら
れ
る(64)。
布
薩
儀
礼
は
数
名
（
五
名
以
上
）
の
「
和
合
」
僧
が

い
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
点
に
留
意
す
れ
ば
、
覚
盛
門
下
の
良
遍
が
定
め
た
東
大
寺
知
足
院
の
「
遺
誡
」（
建
長
三
年
〈
一
二
五

一
〉）
で
、「
持
戒
僧
徒
五
人
」
は
「
法
律
談
義
」
に
勤
め
な
が
ら
、「
晨
昏
勤
行
、
毎
月
布
薩
自
恣
説
戒
等
」
を
行
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

行
じ
な
い
も
の
は
「
不
許
共
住
」
と
記
す
こ
と(65)と
も
関
係
す
る
と
み
ら
れ
、
知
足
院
で
は
持
戒
僧
五
人
の
「
和
合
」
に
よ
る
儀
礼
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
良
遍
「
遺
誡
」
も
泉
涌
寺
の
宋
式
儀
礼
の
受
容
に
よ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

寺
内
・
院
内
に
共
住
す
る
諸
種
の
僧
侶
の
「
和
合
」
の
難
し
さ
は
、
同
時
代
資
料
に
散
見
す
る
。
た
と
え
ば
、
叡
尊
た
ち
の
持
戒
を
ね
た
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み
、
僧
食
を
好
ま
な
い
西
大
寺
「
旧
住
」
の
僧
侶
か
ら
、
門
前
に
落
書
を
さ
れ
、
僧
坊
に
矢
を
放
た
れ
る
な
ど
の
妨
害
を
受
け
た
経
験
か
ら
、

叡
尊
が
「
末
世
に
は
和
合
僧
の
成
立
が
も
っ
と
も
む
ず
か
し
い
」（『
感
身
学
正
記
』
暦
仁
元
年
条
）
と
述
べ
る
こ
と
や
、
覚
盛
が
興
福
寺
か
ら

唐
招
提
寺
に
移
る
と
き
（
寛
元
二
年
〈
一
二
四
四
〉
二
月
二
十
四
日
）、
そ
れ
ま
で
自
誓
受
戒
の
比
丘
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
て
、
他
の
興
福
寺
僧

と
同
じ
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
た
こ
と
を
や
め
、
以
後
、
内
外
と
も
に
叡
尊
と
同
じ
よ
う
な
振
る
舞
い
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
（
内
秘
苾
蒭

行
、
外
現
普
通
人
、
自
爾
以
後
、
内
外
共
為
同
法
也
、『
同
』
寛
元
二
年
条
）
な
ど
の
事
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。

当
時
、
持
戒
や
犯
戒
の
意
識
す
ら
な
い
一
般
僧
（
寺
僧
・
寺
家(66)）
に
と
っ
て
、
寺
内
に
お
け
る
持
戒
僧
の
活
動
は
目
障
り
だ
っ
た
に
相
違

な
く
、
と
り
わ
け
寺
院
を
管
理
し
て
い
た
「
旧
住
」
の
僧
侶
た
ち
と
の
「
共
住
」「
和
合
」
は
む
ず
か
し
い
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
、
上
述
の

海
龍
王
寺
禁
制
状
に
お
け
る
衆
僧
「
和
合
」
の
評
定
の
義
務
化
は
そ
の
こ
と
を
物
語
る
も
の
だ
ろ
う
。
西
大
寺
で
戒
律
復
興
を
目
指
す
叡
尊

も
実
質
的
運
営
権
を
も
つ
「
寺
僧
」
と
の
和
合
は
む
ず
か
し
か
っ
た
よ
う
で
、
叡
尊
は
自
身
の
活
動
に
共
鳴
す
る
寺
外
の
僧
俗
を
中
心
に
集

団
を
形
成
し
て
い
く
。
叡
尊
が
実
質
的
に
西
大
寺
「
長
老
」
と
な
る
の
は
、
同
寺
別
当
垂
範
が
、
堂
舎
修
造
活
動
の
権
限
を
譲
渡
し
た
（
弘

安
元
年
〈
一
二
七
八
〉）
後
の
こ
と
で
あ
る(67)。
暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
か
ら
西
大
寺
に
止
住
す
る
叡
尊
で
す
ら
、
約
四
十
年
間
西
大
寺
僧
団
の

「
律
家
」
側
の
代
表
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
点
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
由
緒
や
歴
史
あ
る
南
都
諸
寺
院
の
「
和
合
」「
共
住
」
の
実
践
は
き
わ

め
て
困
難
を
と
も
な
う
も
の
だ
っ
た
。

五

宋
風
建
造
物
の
造
営
か
ら
み
た
東
大
寺
戒
壇
院
・
唐
招
提
寺
の
戒
律
復
興

1

東
大
寺
戒
壇
院

一
方
、
比
較
的
早
期
に
「
和
合
」「
共
住
」
の
実
践
を
は
じ
め
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
東
大
寺
子
院
の
ひ
と
つ
戒
壇
院
で
あ
る
。
治
承

四
年
（
一
一
八
〇
）
の
兵
火
で
焼
失
し
た
戒
壇
院
は
、
重
源
・
栄
西
の
戒
壇
堂
・
中
門
・
回
廊
の
復
興
、
行
勇
時
代
に
講
堂
、
西
迎
房
蓮
実

（
一
一
七
三
〜
一
二
五
六
）
に
よ
り
僧
坊
が
造
立
さ
れ
た
、
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
に
円
照
（
一
二
二
〇
〜
七
七
）
が
「
長
老
」
と
し
て
迎
え
ら
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れ
て
い
る(68)。
円
照
も
遁
世
僧
と
し
て
十
年
諸
寺
院
で
持
戒
僧
と
し
て
活
動
し
て
お
り
、
和
尚
位
と
布
薩
戒
師
の
資
格
を
有
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
（「
十
夏
」
は
建
長
六
年
に
獲
得(69)）。

南
宋
仏
教
的
視
座
か
ら
み
た
円
照
住
持
時
の
戒
壇
院
の
特
徴
は
、
海
龍
王
寺
で
の
開
講
以
後
、
泉
涌
寺
僧
と
の
交
流
が
不
明
な
叡
尊
や
覚

盛
と
は
異
な
り
、
直
接
的
に
交
流
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
近
年
明
ら
か
と
な
っ
た
も
の
に
、
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）「
住

持
」
円
照
は
、
泉
涌
寺
四
世
長
老
で
入
宋
歴
の
あ
る
月
翁
智
鏡
（
明
観
房
。
？
〜
一
二
三
八
〜
六
二
）
に
命
じ
て
『
沙
弥
十
戒
法
幷
威
儀
』
を

刊
行
さ
せ
て
い
る
こ
と(70)、
同
じ
く
四
度
の
入
宋
経
験

一
二
五
五
年
に
五
度
目
の
渡
宋
、
帰
国
せ
ず

を
持
つ
聞
陽
房
湛
海
（
一
一
八

二
〜
一
二
五
五
〜
？
）
も
若
か
り
し
凝
然
（
一
二
四
〇
〜
一
三
二
一
）
に
入
宋
時
の
海
難
体
験
を
語
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る(71)。

ま
た
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
円
照
は
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
一
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、
入
宋
二
十
五
年
の
曇
照
房
浄
業

を
師
に
持
ち
、
宋
式
儀
礼
の
実
践
や
律
学
戒
学
に
長
じ
た
円
悟
房
浄
因
（
一
二
一
七
〜
七
一
）

泉
涌
寺
首
座
、
東
林
寺
長
老
、
三
聖
寺

長
老
を
歴
任

を
戒
壇
院
に
招
聘
し
、
講
義
を
聴
講
し
て
い
る(72)。
こ
の
講
義
に
よ
っ
て
「
南
北
律
宗
和
通
不
二
」（『
円
照
上
人
行
状
』
中
）

と
な
っ
た
こ
と
も
有
名
で
あ
る
。
従
来
こ
の
講
義
で
は
「
学
」
の
受
容
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
夏
安
居
中
は
、
浄
因
も
戒
壇
院
で

「
共
住
」
し
、
上
述
の
よ
う
な
宋
式
の
僧
院
生
活
と
結
夏
・
布
薩
な
ど
の
諸
儀
礼
が
浄
因
主
導
で
実
践
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

興
味
深
い
の
は
、
円
照
入
院
と
連
動
し
て
、「
食
堂
幷
僧
庫
」
が
造
営
さ
れ
「
戒
壇
一
院
営
已
訖
」
る
こ
と
で
（『
凝
念
置
文
』）、
浄
因
開

講
時
に
、
す
で
に
講
堂
・
僧
坊
・
食
堂
が
造
営
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
円
照
は
「
教
誡
儀
」
に
も
と
づ
き
戒
壇
院
で
「
二
時
食
法
」
を
五

ヶ
年
間
（
一
二
五
二
〜
五
六
）
毎
日
行
じ
て
い
た
よ
う
で
、「
食
堂
幷
僧
庫
」
の
造
営
は
こ
れ
と
連
動
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
康
元
元

年
以
後
は
「
先
規
」
を
忘
れ
な
い
た
め
「
毎
年
正
月
三
日
」
だ
け
実
践
し
た
と
い
う
か
ら
（『
円
照
上
人
行
状
』
上
）、
僧
食
実
践
の
継
続
の
困

難
さ
が
わ
か
る
。
あ
る
い
は
「
五
ヶ
年
」
の
実
践
も
「
五
夏
」
と
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

浄
因
の
戒
壇
院
招
聘
は
、
こ
う
し
た
伽
藍
・
資
具
が
準
備
さ
れ
た
う
え
で
な
さ
れ
、
こ
の
環
境
で
半
年
間
「
供
住
」
す
る
こ
と
に
よ
り
、

「
南
北
律
宗
和
通
不
二
」
と
な
っ
た
。
上
記
、「
布
薩
ノ
行
儀
、
食
堂
ノ
規
式
等
、
並
遷
壱ス
彼
ノ
風
芳
ヲ
」（『
円
照
上
人
行
状
』
中
）
と
は
、
海
龍

王
寺
で
の
開
講
を
評
し
て
の
言
葉
だ
が
、
こ
と
戒
壇
院
に
関
し
て
は
、
正
嘉
二
年
の
浄
因
開
講
が
そ
れ
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
る
。
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図8 戒壇院三面僧房北室図（13世紀、鎌倉） 東大寺蔵

戒
壇
院
が
宋
式
儀
礼
を
実
践
し
た
可
能
性
は
、
布
薩
儀
礼
な
ど
で
誦
さ
れ
た
「
優
婆
離
唄
」「
後
唄
」
が
宋
音
（
凝
念
筆
）
で
伝
来
す
る
こ

と(73
)や

、「
僧
衆
毎
日
晨
朝
粥
午
飯
」
と
「
坐
禅
」
道
場
の
機
能
を
併
せ
も
つ
泉
涌
寺
「
僧
堂
」
と
「
十
方
雲
会
之
海
衆
、
差
飲身
学
道
處
也
。

毎
飲房
安
壱二
三
、
令
飲不
壱修
学
退
転
之
處
也
」
の
同
寺
「
三
十
来
間
僧
房
」
と
一
部
同
様
の
機
能
を
も
つ
戒
壇
院
「
僧
房
北
室
」（
堂
宇
は

蓮
実
時
代
に
造
営
）
の
存
在
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
。
凝
然
が
住
持
と
な
っ

た
こ
ろ
（
一
二
七
七
年
）
に
描
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
「
戒
壇
院
三
面
僧
房

北
室
図
」（
図
8
）
に
は(74)、
長
老
凝
然
の
ほ
か
数
人
の
僧
侶
が
「
共
住
」

し
、
中
央
五
間
は
「
禅
堂
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
西

第
一
房
が
「
旦
過
」
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
で
、
旦
過
と
は
十
方
僧

（
雲
水
）
な
ど
の
一
時
的
な
宿
泊
施
設
で
あ
り
、
用
例
で
は
宋
元
時
代
の

各
寺
院
規
則
書
・
清
規
類
（『
造
修
教
苑
清
規
』
巻
一
「
知
客
」
ほ
か
）
か
ら

み
え
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
戒
壇
院
僧
房
北
室
は
、
十
方
僧
を
受
け

入
れ
る
施
設
で
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
戒
壇
院
僧
と
十
方
僧
が
「
共
住
」
し
、

各
種
の
仏
教
思
想
の
修
学
が
行
わ
れ
、
北
室
内
「
禅
堂
」
は
坐
禅
や
天
台

宗
の
教
義
の
「
普
説
」
を
行
う
施
設
と
し
て
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

凝
然
入
院
時
に
は
、
こ
の
僧
房
は
「
毎
年
正
月
三
日
」
だ
け
「
晨
朝
粥
午

飯
」
の
僧
食
機
能
を
持
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
一
見
す
る
と
古
代
寺

院
的
な
「
僧
房
」
建
築
で
は
あ
る
も
の
の
、
戒
律
復
興
に
必
要
な
堂
舎
と

し
て
、
泉
涌
寺
の
「
僧
堂
」
と
「
僧
房
」
の
機
能
を
兼
ね
る
宋
風
の
最
新

施
設
と
し
て
造
営
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う(75)。

以
上
考
察
を
進
め
て
き
た
よ
う
に
、
泉
涌
寺
流
の
宋
式
戒
律
復
興
運
動

南宋仏教からみた鎌倉期戒律復興運動の諸相

161



は
南
都
諸
寺
院
に
様
々
な
形
で
影
響
を
与
え
、
鎌
倉
時
代
中
後
期
に
は
そ
の
運
動
が
地
方
に
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
展
開
の

ひ
と
つ
の
結
果
と
し
て
、
鎌
倉
後
期
の
無
住
は
『
雑
談
集
』（
一
三
〇
八
年
）
で
「
諸
寺
ノ
結
夏
、
自
恣
、
布
薩
、
結
界
等
、
皆
律
ノ
作
法
也
。

衣
鉢
等
ハ
以
テ飲律
ヲ
為
飲本
ト
(76
)」

と
述
べ
て
お
り
、「
律
院
」
以
外
の
諸
寺
院
で
も
「
律
ノ
作
法
」
で
月
課
年
課
の
戒
律
諸
儀
礼
が
再
興
し
た
こ

と
が
わ
か
る(77)。
こ
の
「
律
ノ
作
法
」
は
泉
涌
寺
流
に
よ
る
宋
式
戒
律
復
興
運
動
の
成
果
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

2

唐
招
提
寺

海
龍
王
寺
や
東
大
寺
知
足
院
・
戒
壇
院
な
ど
の
事
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
南
都
諸
寺
院
で
は
諸
儀
礼
の
復
興
に
連
動
し
て
、
平
安
期
に

廃
絶
し
て
い
た
「
食
堂
」
や
「
僧
坊
（
僧
房
）」
な
ど
が
再
造
営
さ
れ
た
。
留
意
す
べ
き
は
、
か
か
る
造
営
は
、
宋
式
の
僧
院
生
活
や
仏
道

修
学
・
修
行
の
実
践
を
「
如
法
」
に
行
う
た
め
の
も
の
で
、
そ
の
堂
内
で
実
践
さ
れ
る
儀
礼
で
用
い
ら
れ
る
資
具
や
仏
具
も
宋
式
（
宋
様

式
）
に
改
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
態
と
し
て
は
む
し
ろ
順
序
が
逆
で
、
宋
式
儀
礼
の
興
行
に
と
も
な
っ
て
沓
や
椅
子
な
ど
の
資

具
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
資
具
を
「
如
法
」
に
使
用
す
る
た
め
に
堂
宇
も
宋
式
・
宋
風
化
す
る
と
い
う
の
が
た
だ
し
い
。
鎌
倉
後
期
に
は
、
毎

日
の
粥
・
飯
を
作
る
庫
院
や
厠
（
東
司
）
で
使
用
さ
れ
る
資
具
（
庫
院
東
司
之
資
具
）、
住
坊
や
浴
室
の
調
度
（
寮
舎
浴
室
之
調
度
）
が
す
べ
て

「
泉
涌
ノ
遺
風
」（『
徹
底
章
』）、
す
な
わ
ち
宋
式
（
宋
風
）
と
な
っ
た
と
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
意
味
し
、
入
宋
僧
請
来
の
「
如

法
」
の
宋
式
寺
院
生
活
や
儀
礼
の
実
践
に
と
も
な
う
暮
ら
し
の
変
化
は
、
中
世
寺
院
社
会
に
お
い
て
資
具
や
伽
藍
の
宋
式
化
・
宋
風
化
を
促

進
さ
せ
た(78)。

か
か
る
視
点
か
ら
、
鎌
倉
期
唐
招
提
寺
の
堂
宇
再
建
事
業
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
覚
盛
入
院
時
の
堂
宇
は
不
明
点
が
多
い
が
、
建
長
七
年

（
一
二
五
五
）「
招
提
寺
牒
状
」
か
ら
貞
慶
修
繕
の
「
仏
閣
」「
僧
院
」
も
す
で
に
「
破
壊
」
し
て
い
た
と
判
明
す
る(79)。
か
か
る
「
破
壊
」
か
ら

の
復
興
は
、
証
玄
（
一
二
二
〇
〜
九
二
）
時
代
の
一
二
七
〇
年
代
か
ら
活
発
に
な
る
（『
記
録
法
蔵
』、
文
明
六
年
以
降
の
書
写(80)）。

唐
招
提
寺
諸
堂
修
理
幷
仏
菩
薩
開
眼
事
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金
堂
供
養
事 （
一
二
七
〇
）

文
永
七
年
庚
午
四
月
六
日
舞
楽
千
僧
供
養
等
幷

千
手
開
眼
道(導

)師
實
想
（
マ
マ
）上
人
。
呪
願
圓
律
上
人

次
講
堂
供
養
(一
二
七
五
)

建
治
元
年
乙亥
十
一
月
十
四
日
五
日
両
日
。
四
分
説
戒
實
想

（
マ
マ
）上

人
。
羯
磨
圓
律
上
人
。
答
法
理
性
房
。
唄
空
印
房
。
梵
網
説
戒
中
道
上
人
。

梵
唄
勤
聖
房
。
維
那
良
覺
房
。
行
事
堯
賢
房
。
良
忍
房
。
聖
意
房
、
了
月
房
。
五
徳
仙
宗
房
。

同
十
四
日
夜
。
於
礼
堂
舎
利
講
。
一
座
實
想
（
マ
マ
）上
人
。

伽
陀
良
忍
房
。
聖
忍
房
。
廻
向
ハ
光
臺
寺
僧

性
観
房
。

次
金
堂
薬
師
仏
供
養
（
一
二
八
二
）

弘
安
五
年
壬午
三
月
八
日

導
師
理
性
房
。
光
臺
寺
長
老(81)。
僧
衆
三
百
余
人
。

次
講
堂
弥
勒
供
養
（
一
二
九
二
）

正
応
五
年
壬辰
九
月
十
二
日

道(導
)師

良
観
上
人
。
僧
衆
四
百
余
人
。
尼
衆
二
百
余
人
。

次
金
堂
尺
迦
仏
供
養
（
一
二
九
四
）

永
仁
二
年
甲午
八
月
十
四
日

導
師
慈
道
上
人
。
呪
願
證
達
上
人
三
寶
院
。
千
僧
供
千
帖
袈

裟
引
之
。

次
弥
勒
堂
弥
勒
院
エ
移
事
（
一
二
九
三
）

永
仁
元
年
癸巳
正
月
ヨ
リ
造
営
之
。

一

東
僧
坊
造
営
(一
二
八
三
)

弘
安
六
年
癸未
自
正
月
始
之
。

幷
礼
堂
同（
衍
カ
）

同
七
年
甲申
成
之
畢
。

一

戒
壇
興
行
（
一
二
八
四
）

弘
安
七
年
甲申
九
月
十
四
日
五
六
三
ヶ
日
受
戒
。

一

舞
台
始
造
之
（
一
二
八
五
）

弘
安
八
年
乙酉
五
月
日

一

僧
厠
造
営
（
一
二
八
七
）

弘
安
十
年
丁亥
四
月
日

一

牟
尼
蔵
院
造
営
（
一
二
八
八
）

正
応
元
年
戊子
自
正
月
始
之
。
四
月
功
成
了
。

一

湯
屋
造
営
（
一
二
九
一
）

正
応
四
年
辛卯
四
月
中
成
了
。
同
五
月
一
日
湯
屋
有

之
始
事
。

一

御
影
堂
造
営
（
一
三
〇
二
）

乾
元
々
年
壬寅
自
三
月
十
四
日
始
之
。
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同
年
七
月
七
日
上
棟
在
之
。
壇
厨
子
塗
事
者（
一
三
〇
九
）

延
慶
二
年
金
物

同
年

南
宋
仏
教
に
も
と
づ
く
寺
院
生
活
や
儀
礼
に
関
連
す
る
堂
宇
と
し
て
は
、
ま
ず
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
十
一
月
の
講
堂
供
養
が
挙
げ
ら

れ
る
。
最
晩
年
の
円
照
が
説
戒
師
と
な
っ
て
お
り
、
唐
招
提
寺
で
も
改
め
て
泉
涌
寺
流
で
継
承
さ
れ
た
「
如
法
」
の
宋
式
布
薩
が
開
始
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
次
は
弘
安
六
、
七
年
（
一
二
八
三
、
八
四
）
の
東
僧
坊
と
礼
堂
の
造
営
で
、
持
戒
持
律
僧
は
以
後
こ
の
僧
坊
を
居
住
空

間
と
し
、
礼
堂
に
は
清
凉
寺
式
釈
迦
如
来
立
像
（
一
二
五
八
年
）
が
安
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
清
凉
寺
式
釈
迦
如
来
像
を
本
尊
と
し
た

西
大
寺
宋
風
結
夏
儀
礼
を
参
照
す
れ
ば
、
唐
招
提
寺
結
夏
儀
礼
は
礼
堂
で
行
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う(82)。
同
七
年
に
は
戒
壇
が
復
興
し
、
西

大
寺
長
老
叡
尊
が
招
請
さ
れ
て
結
界
を
張
り
、「
律
法
再
興
始
也
」
と
述
べ
て
い
る
（『
感
身
学
正
記
』
下
）。
こ
の
こ
ろ
に
は
証
玄
も
唐
招
提

寺
「
長
老
」
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で(83)、
最
初
は
東
僧
坊
で
衆
僧
と
共
住
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
や
が
て
は
長
老
が
住
む
方
丈
「
牟
尼
蔵

院
」
の
造
営
と
と
も
に
住
房
を
変
え
た
は
ず
で
あ
る
（
正
応
元
年
〈
一
二
八
八(84)〉）。

興
味
深
い
の
は
講
堂
や
金
堂
・
弥
勒
堂
な
ど
の
本
尊
供
養
（
一
二
九
二
〜
九
四
年
）
以
前
、
方
丈
造
営
に
前
後
し
て
「
僧
厠
」（
一
二
八
五

年
）
と
「
湯
屋
」（
一
二
九
一
年
）
が
造
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
証
玄
示
寂
（
一
二
九
二
年
）
前
に
、
講
堂
・
僧
坊
・
方
丈
・
厠
（
東
司
）・

湯
屋
（
浴
室
）
な
ど
の
宋
代
僧
院
生
活
で
重
要
な
機
能
を
持
つ
七
堂
伽
藍
に
数
え
ら
れ
る
堂
宇(85)が
造
営
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
上
記
『
徹

底
章
』
中
の
東
司
や
湯
屋
の
資
具
が
「
泉
涌
ノ
遺
風
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
唐
招
提
寺
の
厠
や
湯
屋
も
宋
風
建
築
と
し
て
造

営
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
宋
代
僧
院
生
活
で
重
視
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
黙
然
」
す
べ
き
僧
堂
・
東
司
・
浴
室
の
「
三
黙

処
」
は
心
体
両
方
の
清
浄
性
を
維
持
し
穢
を
消
滅
さ
せ
る
施
設
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
修
行
空
間
と
し
て
機
能
し
た
。
そ
の
造
営
が
本
尊

供
養
に
先
ん
じ
て
証
玄
在
世
中
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
唐
招
提
寺
が
南
宋
仏
教
に
も
と
づ
く
僧
院
生
活
や
宋
式
儀
礼
の
実
践
を
重
視
し
て
意

識
的
に
堂
宇
「
修
理
」
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
そ
し
て
、
十
三
世
紀
後
半
に
お
け
る
唐
招
提
寺
の
宋
様
式
の
伽
藍
造
営
が
宋
式

の
僧
院
生
活
や
儀
礼
の
興
行
と
連
動
す
る
と
す
れ
ば
、
唐
招
提
寺
蔵
「
十
六
羅
漢
像
」（
鎌
倉
後
期
）
な
ど
の
制
作
も
、
ま
さ
し
く
「
如
法
」

の
宋
式
月
課
年
課
儀
礼
の
実
践
に
と
も
な
う
制
作(86)と
判
断
で
き
る
。

現
存
す
る
諸
儀
礼
の
実
践
・
伽
藍
造
営
・
宋
式
儀
礼
懸
用
仏
画
な
ど
の
制
作
状
況
を
複
合
的
に
み
れ
ば
、
南
宋
仏
教
に
も
と
づ
く
唐
招
提
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寺
の
「
学
」「
行
」
両
面
か
ら
の
戒
律
復
興
は
、
十
三
世
紀
後
半
か
ら
十
四
世
紀
初
頭
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
覚
盛
の
如
法
儀
礼

に
も
と
づ
く
唐
招
提
寺
戒
律
復
興
は
た
し
か
に
門
弟
に
受
け
継
が
れ
、
証
玄
に
よ
っ
て
結
実
し
た
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
南
宋
仏
教
の
僧
院
生
活
や
戒
律
諸
儀
礼
の
実
践
を
視
点
に
し
て
、
鎌
倉
期
の
戒
律
復
興
運
動
の
諸
相
を
述
べ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
、

仏
教
学
・
日
本
史
学
（
日
本
仏
教
史
）・
美
術
史
学
・
建
築
学
な
ど
、
南
都
諸
寺
院
の
研
究
蓄
積
は
多
方
面
に
お
よ
ぶ
も
の
の
、
そ
れ
ら
が
有

機
的
に
結
び
つ
く
研
究
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、「
学
（
思
想
面
）」
や
国
内
的
な
仏
教
史
観
・
寺
院
組
織
論
が
中
心
の
鎌

倉
期
南
都
諸
寺
院
の
戒
律
復
興
研
究
で
は
、
南
都
律
の
「
独
自
性
」
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
比
較
対
象
と
し
て
北
京
律
の
泉
涌
寺
が
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
。
本
稿
は
、
そ
の
泉
涌
寺
を
軸
に
し
て
上
記
諸
研
究
の
成
果
を
学
際
的
に
結
節
し
て
、
南
都
律
と
北
京
律
で
「
共
通
」
す
る
点

僧
院
生
活
と
い
う
「
場
」、
儀
礼
と
い
う
「
空
間
」

を
見
い
だ
し
、
新
た
な
戒
律
復
興
史
像
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
考
察
に
よ
り
、
南
宋
江
南
地
域
の
寺
院
社
会
で
共
有
さ
れ
た
「
如
法
」
の
戒
律
を
実
践
す
る
泉
涌
寺
流
と
い
う
外
的
因
子
が
南
都
諸
寺

院
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
鎌
倉
期
の
南
都
戒
律
復
興
は
大
き
く
進
展
す
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
鎌
倉
期
南
都
戒
律
復

興
は
、
け
っ
し
て
日
本
国
内
で
完
結
す
る
運
動
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
成
果
は
、
従
来
日
本
（
仏
教
）
史
学
を
中
心
と
し
た
鎌
倉
期
南
都
諸
寺
院
の
「
律
院
化
」
を
、「
宋
風
寺
院
化
」
へ
と
修
正
す
る
契

機
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。「
宋
式
」
で
は
な
く
「
宋
風
寺
院
化
」
と
す
る
の
は
、
南
都
諸
寺
院
が
、
泉
涌
寺
や
禅
宗
諸
寺
院
の
よ
う
な
創

建
時
か
ら
南
宋
仏
教
に
も
と
づ
く
造
営
・
運
営
基
盤
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
平
安
期
以
来
の
堂
宇
に
お
け
る
宋
式
儀
礼
の
実
践
は
必
然

的
に
資
具
の
制
約
が
想
定
さ
れ
る
し(87)、
ま
た
、
明
恵
房
高
弁
（
一
一
七
三
〜
一
二
三
二
）
が
、
南
宋
仏
教
の
文
化
や
儀
礼
を
た
く
み
に
「
和
様

化
」
し
て
自
身
の
宗
教
実
践
に
取
り
込
ん
だ
よ
う
に(88)、
直
接
的
に
南
宋
仏
教
を
実
見
し
て
い
な
い
僧
侶
や
寺
院
に
お
い
て
、
宋
代
仏
教
は

「
和
様
化
」
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
の
詳
細
は
今
後
の
課
題
と
す
る
が
、
鎌
倉
期
南
都
諸
寺
院
の
戒
律
復
興
は
、
南
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宋
仏
教
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。

本
研
究
は
戒
律
復
興
に
限
定
し
た
が
、「
宋
代
仏
教
＝
禅
仏
教
」
史
観
か
ら
の
脱
却
に
よ
る
宋
代
仏
教
の
見
直
し
は
、
そ
の
影
響
関
係
に

あ
る
鎌
倉
仏
教
や
関
連
領
域
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
研
究
視
点
に
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

本
研
究
は
、
JSPS
科
学
研
究
費
補
助
金
、
16K
21494の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

註(1
)
細
川
涼
一
訳
注
『
感
身
学
正
記

一

西
大
寺
叡
尊
の
自
伝

』（
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
六
六
四
、
一
九
九
九
年
）、
三
四
四
頁
。

(2
)
「
興
正
菩
薩
御
教
誡
聴
聞
集
」（『
日
本
思
想
大
系
一
五

鎌
倉
旧
仏
教
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
二
〇
七
頁
）。

(3
)
『
増
補
改
訂

日
本
大
蔵
経
』
六
九
、
一
四
五
下
〜
一
四
六
上
。

(4
)
渡
辺
綱
也
校
注
『
沙
石
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
八
五
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）、
一
五
三
〜
一
五
五
頁
。

(5
)
註
(2
)「
興
正
菩
薩
御
教
誡
聴
聞
集
」、
二
〇
七
〜
二
〇
八
頁
。
註
(1
)細
川
書
、
七
〇
〜
七
四
頁
。

(6
)
蓑
輪
顕
量
『
中
世
初
期
南
都
戒
律
復
興
の
研
究
』（
法
藏
館
、
一
九
九
九
年
）、
同
「
北
京
律
と
南
都
律
の
相
違
と
宋
代
仏
教

自
誓
・
通
受
と
止
観

の
視
点
か
ら

」（『
戒
律
文
化
』
七
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(7
)
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
な
か
で
、
註
(1
)の
細
川
涼
一
訳
注
『
感
身
学
正
記
』
は
、
南
都
戒
律
復
興
の
旗
手
の
一
人
で
あ
る
叡
尊
の
自
伝
に
詳
細
な

注
を
付
け
ら
れ
た
労
作
で
あ
り
、
叡
尊
「
復
興
」
の
諸
儀
礼
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
書
で
も
辞
書
的
な
説
明
に
と
ど
ま
り
、
叡
尊
た
ち
が

「
復
興
」
さ
せ
た
儀
礼
の
内
実
ま
で
は
言
及
さ
れ
な
い
。

(8
)
大
谷
由
香
「
入
宋
僧
俊
芿
と
南
都
戒
律
復
興
運
動
」（『
印
度
學
佛
敎
學
研
究
』
六
五

二
、
二
〇
一
七
年
）、
同
「
日
宋
交
流
と
鎌
倉
期
律
宗
義
の
形

成
」（『
智
山
学
報
』
六
七
、
二
〇
一
八
年
）。

(9
)
天
台
座
主
良
源
（
九
一
二
〜
八
五
）
が
規
定
し
た
『
起
請
』（
九
七
〇
年
）
に
も
儀
礼
に
参
加
す
る
た
め
に
梵
唄
や
維
那
作
法
な
ど
の
「
練
習
」
が
必

要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（「
応
登
壇
後
必
参
布
薩
堂
、
兼
練
習
誦
戒
・
梵
唄
・
維
那
作
法
事
」）。
拙
稿
「〈
規
則
〉
か
ら
み
た
南
宋
仏
教
請
来
の
意

義
」（『
南
宋
・
鎌
倉
仏
教
文
化
史
論
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
八
年
）、
二
〇
頁
を
参
照
。

(10
)
本
稿
に
先
行
す
る
拙
稿
と
し
て
、
註
(9
)拙
稿
、
同
「
泉
涌
寺
流
に
お
け
る
結
夏
儀
礼
の
復
興
と
南
都
諸
寺
院
へ
の
影
響
」（『
南
宋
・
鎌
倉
仏
教
文
化

史
論
』）
が
あ
る
。
本
稿
は
先
行
論
文
と
一
部
重
複
す
る
箇
所
も
あ
る
が
、
ご
諒
承
い
た
だ
き
た
い
。
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(11
)
註
(1
)細
川
書
、
三
四
二
頁
。

(12
)
大
塚
紀
弘
「
律
法
興
行
と
律
家
の
成
立

衣
食
改
革
を
中
心
に

」（
同
『
中
世
禅
律
仏
教
論
』、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）。

(13
)
「
東
大
寺
圓
照
上
人
行
状
」
中
（
東
大
寺
教
学
部
編
『
圓
照
上
人
行
状
』、
東
大
寺
、
一
九
七
七
年
、
七
頁
）。

(14
)
『
増
補
改
訂

日
本
大
蔵
経
』
六
九
、
二
四
七
頁
。

(15
)
な
お
、
規
則
に
準
じ
な
い
食
作
法
は
「
別
食
」
と
い
う
。
鎌
倉
初
期
で
は
、
別
食
が
常
態
化
し
て
お
り
、
十
世
紀
頃
に
造
営
さ
れ
る
寺
院
で
は
僧
食
を

行
う
「
食
堂
」
そ
の
も
の
が
造
営
さ
れ
な
く
な
る
（
吉
川
真
司
「
古
代
寺
院
の
食
堂
」『
律
令
国
家
史
論
集
』、
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）。
僧
食
が
「
滅

亡
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
僧
食
を
行
う
「
場
」
と
し
て
の
食
堂
の
存
亡
と
も
密
接
に
関
係
す
る
。
註
(9
)拙
稿
も
参
照
。

(16
)
『
南
山
北
義
見
聞
私
記
』「
入
院
章
第
二
十
四
」（『
南
宋
・
鎌
倉
仏
教
文
化
史
論
』、
七
〇
一
頁
）。

(17
)
註
(9
)拙
稿
、
同
「
釈
迦
へ
の
思
慕
と
そ
の
儀
礼

宋
代
仏
教
の
視
点
か
ら

」（『
お
釈
迦
さ
ん
ワ
ー
ル
ド
』、
龍
谷
大
学
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、

二
〇
一
八
年
）
な
ど
。

(18
)
細
川
涼
一
「
覚
如
と
定
舜
」（『
日
本
中
世
の
社
会
と
寺
社
』、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
三
年
）。

(19
)
拙
稿
「
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢
図
か
ら
復
元
さ
れ
る
僧
院
生
活
」（
井
手
誠
之
輔
代
表
『
徹
底
討
論
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢
図
の
作
品
誌

地
域
社

会
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
へ

』、
九
州
大
学
Progress
100
人
社
系
学
際
融
合
リ
サ
ー
チ
ハ
ブ
形
成
型
研
究
報
告
書
、
九
州
大
学
大
学
院
人
文
科

学
研
究
院
、
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
。

(20
)
拙
稿
「
南
宋
律
院
請
来
の
威
儀
・
法
式
・
法
会
次
第
の
受
容
と
泉
涌
寺
流
の
展
開
」（『
南
宋
・
鎌
倉
仏
教
文
化
史
論
』）。

(21
)
註
(10
)拙
稿
。

(22
)
「
泉
涌
寺
遺
属
誥
文
」（
石
田
充
之
編
『
鎌
倉
仏
教
成
立
の
研
究

俊
芿
律
師
』〈
以
下
、『
俊
芿
律
師
』〉、
法
藏
館
、
一
九
七
二
年
）。

(23
)
玉
村
竹
二
「
教
団
史
的
に
見
た
る
宋
元
禅
林
の
成
立
」（『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
下
之
二
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
一
年
）、
大
塚
紀
弘
「
中
世
「
禅
律
」

仏
教
と
「
禅
教
律
」
十
宗
観
」（
註
(12
)大
塚
書
）。

(24
)
宋
代
諸
寺
院
に
安
置
さ
れ
た
伽
藍
神
は
、
夏
安
居
を
懈
怠
に
過
ご
す
僧
侶
に
懲
罰
を
与
え
る
神
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
（
奥
健
夫
「
伽
藍
神
の
将
来

と
受
容
」（『
図
像
解
釈
学
』、
竹
林
舎
、
二
〇
一
三
年
、
註
(19
)拙
稿
）。
一
方
で
当
時
の
日
本
仏
教
社
会
で
は
、
そ
の
夏
安
居
の
規
則
が
「
久
絶
」
し
、

形
式
的
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

(25
)
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
四
五
、
八
七
一
中
（
以
下
、『
大
正
』）。
註
(8
)大
谷
論
文
（
二
〇
一
七
年
）。

(26
)
『
南
山
北
義
見
聞
私
記
』「
沙
弥
別
受
章
第
十
五
」（『
南
宋
・
鎌
倉
仏
教
文
化
史
論
』、
六
八
九
頁
）。

(27
)
註
(10
)、
(20
)拙
稿
。

(28
)
俊
芿
「
造
泉
涌
寺
勧
縁
疏
」（
註
(22
)『
俊
芿
律
師
』、
四
〇
五
〜
四
〇
六
頁
）、
拙
稿
「
泉
涌
寺
開
山
へ
の
諸
相
」（『
南
宋
・
鎌
倉
仏
教
文
化
史
論
』）。

南宋仏教からみた鎌倉期戒律復興運動の諸相
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な
お
、
俊
芿
が
「
遊
亭
」
と
感
じ
た
当
時
の
伽
藍
お
よ
び
そ
こ
で
持
戒
持
律
の
な
い
寺
院
生
活
を
送
る
僧
侶
の
実
態
に
関
し
て
は
、
註
(9
)拙
稿
を
参
照
。

(29
)
俊
芿
「
夏
中
逐
日
修
学
排
文
」（
註
(22
)『
俊
芿
律
師
』、
四
〇
六
頁
）、
註
(10
)、
(28
)拙
稿
。

(30
)
梅
沢
恵
「
上
堂
図
」（『
國
華
』
一
三
五
九
、
二
〇
〇
九
年
）。

(31
)
「
泉
涌
寺
不
可
棄
法
師
伝
」（『
南
宋
・
鎌
倉
仏
教
文
化
史
論
』、
五
四
五
頁
）。
註
(10
)拙
稿
。

(32
)
開
講
時
に
祖
師
像
を
懸
用
す
る
例
は
、
北
宋
期
江
南
地
域
の
諸
寺
院
で
確
認
さ
れ
る
。
拙
稿
「
祖
師
像
と
宋
代
仏
教
儀
礼

礼
讃
文
儀
礼
を
視
座
と

し
て

」（『
ア
ジ
ア
仏
教
美
術
論
集

東
ア
ジ
ア
Ⅳ

南
宋
・
大
理
・
金
』、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
九
年
刊
行
予
定
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(33
)
拙
稿
「
栄
西
お
よ
び
そ
の
門
流
と
俊
芿
の
交
流
」（『
栄
西
と
臨
済
禅
』、
別
冊
太
陽
二
一
五
、
平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
）。

(34
)
「
泉
涌
寺
不
可
棄
法
師
伝
」（『
南
宋
・
鎌
倉
仏
教
文
化
史
論
』、
五
四
五
頁
）。

(35
)
『
増
補
改
訂

日
本
大
蔵
経
』
六
九
、
二
四
九
〜
二
五
〇
頁
。

(36
)
註
(19
)、
(20
)拙
稿
。

(37
)
徳
田
明
本
『
律
宗
概
論
』（
百
華
苑
、
一
九
六
九
年
）、
五
八
一
頁
、
同
「
俊
芿
律
師
と
南
京
律
に
つ
い
て
」（『
俊
芿
律
師
』）。

(38
)
堀
池
春
峰
「
海
龍
王
寺
文
書
」（『
大
和
古
寺
大
観
』
五
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
、
一
二
三
頁
）。

(39
)
註
(38
)、
一
二
二
頁
。

(40
)
註
(37
)徳
田
論
文
。

(41
)
な
お
、『
南
都
海
龍
王
寺
僧
申
状
』
の
「
僧
房
」
裏
書
に
「
長
老
坊
」
と
あ
る
こ
と
や
叡
尊
『
感
身
学
正
記
』
嘉
禎
三
年
条
に
「
当
寺
（
＝
海
龍
王
寺
）

長
老
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
二
三
三
年
以
降
も
海
龍
王
寺
は
宋
式
の
僧
制
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(42
)
俊
芿
「
泉
涌
寺
殿
堂
房
寮
色
目
」（
註
(22
)『
俊
芿
律
師
』、
三
九
四
頁
）。

(43
)
元
休
は
、
定
舜
を
「
阿
闍
梨
定
舜
宗
師
」
と
述
べ
る
（『
増
補
改
訂

日
本
大
蔵
経
』
六
九
、
二
四
七
頁
）。

(44
)
泉
涌
寺
僧
の
入
宋
例
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
泉
涌
寺
創
建
と
仏
牙
舎
利
」、
同
「
泉
涌
寺
と
南
宋
仏
教
の
人
的
交
流
」、
同
「「
滄
洲
」
と
入
宋
僧
」、
同

「
入
宋
僧
曇
照
の
行
状
」、
同
「
泉
涌
寺
僧
と
蘭
渓
道
隆
の
交
流
」（『
南
宋
・
鎌
倉
仏
教
文
化
史
論
』）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(45
)
叡
尊
・
覚
盛
ら
四
人
が
行
っ
た
自
誓
受
戒
は
、
戒
如
か
ら
律
を
学
ん
で
行
っ
た
も
の
と
い
う
（
註
(1
)細
川
書
、
二
〇
二
頁
）。
自
誓
受
戒
は
、
俊
芿

が
帰
朝
後
間
も
な
く
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
（『
徹
底
章
』、
註
(37
)徳
田
論
文
ほ
か
）、
こ
の
作
法
は
、
俊
芿
↓
戒
如
↓
四
人
へ
と
展
開
し
た
と
考
え
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
（
註
(10
)拙
稿
）。
戒
如
主
体
の
自
誓
受
戒
が
泉
涌
寺
「
如
法
」
夏
安
居
（
一
二
二
六
年
）
か
ら
十
一
年
後
（
一
二
三
六
年
十
月
）
で

あ
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
戒
如
は
一
二
三
六
年
の
夏
安
居
で
「
如
法
」
の
和
尚
位
を
有
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
註
(8
)大
谷
論
文
（
二
〇
一
七

年
）
で
も
、
俊
芿
帰
国
当
初
、
日
本
で
は
「
如
法
」
の
阿
闍
梨
位
や
和
尚
位
を
持
つ
僧
侶
は
い
な
か
っ
た
た
め
、
ま
ず
「
和
尚
位
」
を
持
つ
俊
芿
が
主
体

の
自
誓
受
戒
で
「
如
法
」
の
戒
体
を
持
つ
僧
侶
を
育
成
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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(46
)
俊
芿
『
泉
涌
寺
殿
堂
房
寮
色
目
』「
講
堂
」
項
に
「
右
講
堂
者
、
両
半(班ヵ
)之
布
薩
説
戒
、
毎
日
之
講
経
律
論
、
興
壱隆
仏
法
、
奉
飲祝
壱主
上
之
法
堂
也
」

と
あ
る
（『
俊
芿
律
師
』、
三
九
四
頁
）。

(47
)
註
(19
)、
(20
)拙
稿
。

(48
)
た
だ
し
、「
海
龍
王
寺
境
内
絵
図
」
の
講
堂
は
、
他
の
諸
堂
と
く
ら
べ
簡
略
で
あ
る
。「
海
龍
王
寺
尼
別
受
指
図
」（
十
四
世
紀
）
で
も
簡
略
に
描
か
れ

て
お
り
間
取
り
は
不
明
で
あ
る
（
註
(38
)書
、
九
三
頁
）。

(49
)
小
泉
和
子
「
中
世
の
倚
座
具
」（『
家
具
と
室
内
意
匠
の
文
化
史
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
九
年
）、
同
『
室
内
と
家
具
の
歴
史
』（
中
公
文
庫
、

二
〇
〇
五
年
）。
な
お
、
小
泉
氏
は
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
椅
子
文
化
の
請
来
者
を
「
禅
僧
」
と
指
摘
す
る
が
、
椅
子
は
宋
代
で
日
常
的
に
使
用
さ
れ
、
寺

院
内
で
も
あ
ま
ね
く
用
い
ら
れ
た
資
具
で
あ
る
。
ま
た
泉
涌
寺
流
に
お
け
る
使
用
例
な
ど
も
踏
ま
え
れ
ば
、「
禅
僧
」
に
限
定
す
べ
き
で
は
な
く
、「
入

（
南
）
宋
僧
」
と
す
べ
き
だ
ろ
う
（
註
(44
)拙
稿
「
入
宋
僧
曇
照
の
行
状
」）。

(50
)
現
在
、
椅
子
は
「
イ
ス
」
と
発
音
す
る
が
、
古
代
日
本
で
は
「
い
し
」
と
発
音
し
た
。
じ
つ
は
「
イ
ス
」
は
宋
代
の
発
音
（
宋ソ

ウ

音イ
ン

）
で
、
鎌
倉
時
代
に

入
南
宋
僧
や
中
国
僧
な
ど
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
新
し
い
中
国
語
音
で
あ
る
。
浴
室
入
口
に
設
置
さ
れ
た
「
暖
簾

の
れ
ん

」
も
宋
音
「
ノ
ン
レ
ン
」
か
ら
き
て
い

る
（
拙
稿
「
入
宋
僧
請
来
の
「
つ
か
り
湯
」
式
浴
室
」〈『
日
本
歴
史
』
八
四
五
、
二
〇
一
八
年
〉）。

(51
)
註
(10
)拙
稿
。

(52
)
谷
口
耕
生
「
極
楽
寺
忍
性
に
よ
る
東
征
伝
絵
巻
の
施
入
を
め
ぐ
っ
て
」（『
忍
性

救
済
に
捧
げ
た
生
涯

』、
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
六
年
）。

(53
)
「
東
征
伝
絵
巻
」
や
「
上
堂
図
」
に
描
か
れ
る
僧
侶
の
行
列
は
現
行
の
泉
涌
寺
で
も
実
践
さ
れ
て
い
る
（
註
(9
)拙
稿
）。

(54
)
「
泉
涌
寺
不
可
棄
法
師
伝
」（『
南
宋
・
鎌
倉
仏
教
文
化
史
論
』、
五
四
三
頁
）。

(55
)
「
招
提
千
歳
伝
記
」
巻
上
之
二
、
第
四
十
三
世
〈
中
興
第
二
十
三
世
〉
宗
禅
源
和
尚
伝
（『
招
提
千
歳
伝
記
』、
唐
招
提
寺
・
律
宗
戒
学
院
叢
書
一
、
二

〇
〇
四
年
、
五
七
頁
）。
な
お
、
宗
源
和
尚
伝
に
関
し
て
は
、
西
山
明
範
氏
の
ご
教
授
に
よ
る
。

(56
)
『
南
山
北
義
見
聞
私
記
』「
四
分
布
薩
章
第
六
」（『
南
宋
・
鎌
倉
仏
教
文
化
史
論
』、
六
二
一
頁
以
下
）。

(57
)
『
釈
氏
要
覧
』
巻
下
「
布
薩
」「
行
籌
」
項
（『
釈
氏
要
覧
校
注
』、
中
華
書
局
、
二
〇
一
四
年
、
五
一
四
〜
五
一
五
頁
）。

(58
)
な
お
、
詳
細
は
不
明
だ
が
、
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
二
月
十
九
日
西
大
寺
で
叡
尊
が
述
べ
た
「
布
薩
法
則
」
二
十
七
箇
条
（『
律
宗
行
事
目
心
鈔
』

巻
下
、『
大
正
』
七
四
、
一
二
九
上
〜
下
）
も
儀
礼
内
容
は
ほ
ぼ
泉
涌
寺
流
と
共
通
し
て
お
り
、
叡
尊
流
が
泉
涌
寺
流
の
儀
礼
を
受
容
し
た
と
考
え
て
よ

か
ろ
う
。

(59
)
註
(20
)拙
稿
。

(60
)
「
興
正
菩
薩
御
教
誡
聴
聞
集
」（
註
(2
)書
、
二
〇
六
頁
）。

(61
)
『
南
山
北
義
見
聞
私
記
』「
結
界
章
第
五
」（『
南
宋
・
鎌
倉
仏
教
文
化
史
論
』、
六
一
五
頁
以
下
）。
定
舜
開
講
後
の
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
に
は
、
円
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晴
・
有
厳
が
常
喜
院
に
結
界
を
張
っ
て
い
る
（「
結
界
標
相
石
青
龍
図
」、
註
(2
)書
、
三
〇
五
頁
）。
細
川
涼
一
「
唐
招
提
寺
の
律
僧
と
斎
戒
衆
」（『
中

世
の
律
宗
寺
院
と
民
衆
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
で
は
、
同
図
を
「
常
喜
院
結
界
図
」
と
す
る
。

(62
)
註
(10
)拙
稿
。

(63
)
た
だ
し
、
覚
盛
が
唐
招
提
寺
「
長
老
」
と
し
て
入
院
し
た
の
か
は
不
明
。『
感
身
学
正
記
』
で
は
「
招
提
寺
長
老
」
の
用
例
は
あ
る
が
、『
学
正
記
』
の

成
立
は
叡
尊
晩
年
に
あ
た
る
た
め
、
正
確
性
に
は
欠
け
る
。
覚
盛
の
墓
塔
が
造
営
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
後
述
の
唐
招
提
寺
伽
藍
再
建
、
叡
尊
の
「
西
大

寺
長
老
」
就
任
年
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
後
註
(83
)）。

(64
)
な
お
、
比
丘
と
沙
弥
が
合
同
で
行
う
布
薩
会
も
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、「
未
受
具
戒
者
」
で
あ
る
沙
弥
は
比
丘
と
同
じ
空
間
に
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、

別
堂
で
行
わ
れ
て
い
る
。
泉
涌
寺
で
は
比
丘
は
「
法
堂
」、
沙
弥
は
「
僧
堂
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（『
南
山
北
義
見
聞
私
記
』「
四
分
布
薩
章
第
六
」）。

(65
)
「
知
足
院
縁
起
幷
遺
誡
」（
平
岡
定
海
『
東
大
寺
宗
性
上
人
之
研
究
並
史
料
』
中
、
臨
川
書
店
、
一
九
八
八
年
〈
復
刻
〉、
三
八
一
〜
三
八
二
頁
）。
永
村

眞
「
中
世
律
院
の
戒
儀
と
戒
法
」（『
金
沢
文
庫
研
究
』
三
三
三
、
二
〇
一
四
年
）。
良
遍
以
前
の
知
足
院
に
す
で
に
「
僧
房
」
が
再
建
さ
れ
、「
隠
遁
之
禅

侶
」
が
止
住
し
て
い
た
と
い
う
（『
東
大
寺
続
要
録
』、
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
三
年
、
一
九
二
頁
）。

(66
)
註
(9
)拙
稿
。

(67
)
大
石
雅
章
「
中
世
西
大
寺
の
寺
院
組
織
に
つ
い
て
」（『
日
本
中
世
社
会
と
寺
院
』、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）。
叡
尊
自
身
の
「
長
老
」
宣
言
は
、

弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
の
教
興
寺
銅
鐘
銘
に
あ
る
「
修
理
本
願
南
都
西
大
寺
長
老
叡
尊
」
で
あ
ろ
う
（『
西
大
寺
叡
尊
伝
記
集
成
』、
法
藏
館
、
一
九
七

七
年
、
三
三
六
頁
）。

(68
)
『
鎌
倉
遺
文
』、
二
五
九
三
八
「
凝
念
置
文
」。
稲
葉
伸
道
「
鎌
倉
後
期
の
東
大
寺
戒
壇
院
と
そ
の
周
辺
」（『
論
集
日
本
仏
教
史
に
お
け
る
東
大
寺
戒
壇

院
』、
法
藏
館
、
二
〇
〇
八
年
）
ほ
か
。

(69
)
註
(10
)拙
稿
。
円
照
は
二
十
一
歳
で
「
緇
門
」
に
入
り
、
竹
林
寺
良
遍
や
海
龍
王
寺
な
ど
に
参
学
し
、
三
十
一
歳
で
東
大
寺
戒
壇
院
に
お
い
て
「
紹
隆

シ
寺
院
ヲ
興
行
僧
宝
ヲ
」
し
た
と
い
う
（『
円
照
上
人
行
状
』
上
）。
間
接
的
に
泉
涌
寺
流
の
宋
式
儀
礼
を
受
容
し
実
践
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

(70
)
註
(44
)拙
稿
「
泉
涌
寺
僧
と
蘭
渓
道
隆
の
交
流
」（
二
四
五
、
二
六
九
頁
）。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
、
台
紙
付
写
真
五
一
二

一
〇
〇
八
〇
（
辻
善

之
助
寄
贈
写
真
、
現
本
所
在
不
明
）、「
南
都
東
大
寺
戒
壇
院
息
慈
衆
發
心
觀
／
化
開
沙
弥
經
印
板
於
是
彼
院
住
持
照
／
律
師
命
予
寫
斯
文
時
迫
夏
末
雖
無

工
／
夫
一
者
不
經
老
師
之
命
二
者
随
喜
小
／
衆
之
心
三
者
不
忘
弘
通
之
念
故
冩
已
／
畢
又
觀
宋
本
經
末
注
五
徳
十
數
音
義
／
便
効
彼
本
更
寫
其
文
但
耻
老

眼
不
明
／
而
字
躰
多
差
誤
訥
手
有
滞
筆
勢
甚
濁
／
穢
矣
願
以
此
微
功
乃
助
彼
願
選
僧
成
／
機
成
佛
通
道
三
寳
久
住
衆
生
普
利
自
／
他
同
游
安
養
之
蓮
親
疎

共
翫
正
覺
之
／
月
而
已
建
長
六
年
前
安
居
竟
北
京
／
東
山
泉
涌
寺
住
持
比
丘
智
鏡
」。
写
真
で
不
明
な
箇
所
は
、
園
城
寺
（
法
明
院
）
所
蔵
の
江
戸
時
代

版
本
（
寛
文
六
年
）
で
補
っ
た
。

(71
)
註
(44
)拙
稿
「
泉
涌
寺
創
建
と
仏
牙
舎
利
」。
な
お
、
凝
然
の
戒
壇
院
活
動
時
期
と
湛
海
の
最
後
の
渡
宋
年
か
ら
は
、
凝
然
は
後
述
す
る
浄
因
か
ら
湛
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海
の
行
状
を
伝
聞
的
に
聞
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

(72
)
註
(44
)拙
稿
「
入
宋
僧
曇
照
の
行
状
」、
同
「
宋
式
「
金
光
明
懺
法
」
儀
礼
の
請
来
と
展
開
」（『
南
宋
・
鎌
倉
仏
教
文
化
史
論
』）。
な
お
、
浄
因
は
こ

の
後
関
東
に
下
向
し
て
、
泉
涌
寺
流
の
宋
式
寺
院
・
飯
山
寺
を
創
建
す
る
（
註
(20
)拙
稿
）。

(73
)
天
納
傳
中
「
優
婆
離
唄
の
一
考
察
」（『
天
台
声
明

天
納
傳
中
著
作
集

』、
法
藏
館
、
二
〇
〇
〇
年
）、
岡
本
一
平
解
説
「
優
婆
離
唄
」（『
東
大

寺

鎌
倉
再
建
と
華
厳
興
隆
』、
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
、
二
〇
一
三
年
、
N
o.63）、
註
(10
)拙
稿
。
な
お
、
凝
然
は
、
戒
壇
院
滞
在
時
の
浄
因
の
「
給

仕
」
役
と
し
て
随
従
し
て
お
り
（『
円
照
上
人
行
状
』
下
）、「
南
北
律
宗
和
通
不
二
」
の
評
価
は
、
か
か
る
関
係
の
な
か
で
発
せ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

(74
)
『
東
大
寺
の
す
べ
て
』（
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
二
年
）、
二
五
二
頁
、
註
(68
)稲
葉
論
文
。

(75
)
な
お
、
宋
式
寺
院
で
は
長
老
（
住
持
）
は
方
丈
に
住
侶
す
る
の
が
通
例
の
た
め
、
こ
の
点
は
古
代
寺
院
と
し
て
の
「
僧
房
」
の
在
り
方
も
残
し
て
い
る
。

(76
)
「
雑
談
集
」
三
（『
雑
談
集
』、
三
弥
井
書
店
、
一
九
七
三
年
、
一
〇
五
頁
）。

(77
)
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
八
月
十
三
日
の
「
宣
旨
」
に
は
「
諸
寺
諸
山
顕
密
僧
侶
は
戒
法
を
守
る
こ
と
」
の
一
条
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
僧
侶
社
会
の

戒
律
復
興
運
動
に
連
動
す
る
よ
う
な
命
令
が
朝
廷
か
ら
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
諸
寺
院
に
お
け
る
戒
律
復
興
の
活
性
化
は
、
僧
俗
の
連
動
し
た
運
動
に

よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
（『
中
世
法
制
史
料
集
六

公
家
法
・
公
家
家
法
・
寺
社
法
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
一
一
六
〜
一
一
七
頁
）。

(78
)
註
(19
)、
(20
)、
(50
)拙
稿
。

(79
)
『
鎌
倉
遺
文
』、
七
八
八
六
。
小
林
剛
「
唐
招
提
寺
の
鎌
倉
復
興
」（『
佛
敎
藝
術
』
六
九
、
一
九
六
八
年
）。

(80
)
「
七

記
録
法
蔵
（
抄
）」（『
奈
良
六
大
寺
大
観

十
二

唐
招
提
寺
一
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、
九
八
〜
九
九
頁
）。
阿
部
美
香
「
律
宗
戒
学
院

蔵
『
記
録
法
蔵
』
解
題
と
翻
刻
」（『
律
苑
墨
宝
』
一
、
昭
和
女
子
大
学
律
苑
文
化
研
究
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
二
〜
一
三
頁
）。
下
記
引
用
箇
所
の
下
限

年
が
、「
応
量
上
人
自
誓
受
戒
自
嘉
禎
二
年
至
元
応
二
年
八
十
五
年
」
な
ど
、
覚
盛
（
応
量
上
人
）
の
事
績
か
ら
元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）
に
至
る
ま
で

「
〜
年
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
引
用
箇
所
は
同
年
書
写
本
を
採
集
し
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。

(81
)
註
(79
)小
林
論
文
で
は
、
弘
安
五
年
の
金
堂
薬
師
如
来
像
の
供
養
で
導
師
を
つ
と
め
た
「
光
臺
寺
理
性
和
尚
」
を
泉
涌
寺
僧
「
理
性
房
道
玄
」
と
す
る

が
、
そ
の
三
年
後
（
一
二
八
五
年
）
戒
壇
院
で
行
わ
れ
た
授
戒
儀
礼
次
第
の
『
招
提
寺
尼
受
戒
次
第
』
で
は
「
僧
十
師
」
の
ひ
と
り
に
「
光
臺
寺
空
恵
理
性
房
」

と
あ
る
か
ら
（
関
口
靜
雄
「
解
題
」
註
(55
)書
、
二
二
二
〜
二
二
三
頁
）、
泉
涌
寺
僧
道
玄
と
は
別
人
で
あ
る
。

(82
)
註
(10
)拙
稿
。

(83
)
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
に
執
筆
が
完
了
し
た
『
感
身
学
正
記
』
で
は
、
覚
盛
を
「
招
提
寺
長
老
覚
盛
上
人
」（
建
長
元
年
条
）
と
記
し
、
ま
た
前
年

の
『
招
提
寺
尼
受
戒
次
第
』
で
も
「
招
提
寺
長
老
証
玄
円
律

々
答
法

」（
註
(55
)書
、
二
二
二
頁
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
証
玄
時
代
の
唐
招
提
寺
に
は
長
老
職
が
確

認
さ
れ
る
。
ま
た
、
証
玄
の
舎
利
筒
に
は
「
日
本
国
和
州
唐
招
提
寺
律
法
再
興
第
二
和
尚
証
玄
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
当
時
覚
盛
は
再
興
第
一
と
認

識
さ
れ
て
い
た
と
判
明
す
る
。
証
玄
舎
利
筒
に
関
し
て
は
、
川
勝
政
太
郞
「
唐
招
提
寺
証
玄
和
尚
五
輪
塔
と
そ
の
様
式
」（『
史
迹
と
美
術
』
三
九
七
、
一
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九
六
九
年
）
を
参
照
。

(84
)
牟
尼
蔵
院
が
方
丈
で
あ
る
こ
と
は
、
註
(55
)書
、
一
六
六
頁
、
註
(79
)小
林
論
文
、
五
二
頁
を
参
照
。

(85
)
関
口
欣
也
「
中
世
五
山
伽
藍
の
源
流
と
展
開
」（『
五
山
と
禅
院
』、
小
学
館
、
一
九
八
三
年
）、
註
(23
)大
塚
論
文
。
な
お
、
本
事
例
か
ら
も
理
解
さ
れ

る
よ
う
に
、
七
堂
伽
藍
は
禅
宗
「
特
有
」
の
伽
藍
で
な
く
、
南
宋
代
江
南
地
域
の
律
禅
教
諸
寺
院
で
共
有
さ
れ
る
主
要
伽
藍
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。

(86
)
羅
漢
図
を
懸
用
す
る
儀
礼
と
し
て
は
、
夏
安
居
の
開
始
・
終
了
の
儀
礼
で
あ
る
「
結
夏
」「
解
夏
」
儀
礼
が
ま
ず
想
定
さ
れ
る
（
註
(10
)拙
稿
）。

(87
)
叡
尊
が
西
大
寺
で
実
践
し
た
諸
儀
礼
の
多
く
は
「
四
王
堂
」
や
「
塔
址
」
で
あ
る
（
註
(10
)拙
稿
）。

(88
)
拙
稿
「
泉
涌
寺
旧
蔵
「
涅
槃
変
相
図
」
と
そ
の
儀
礼
の
復
元
的
考
察
」（『
南
宋
・
鎌
倉
仏
教
文
化
史
論
』）、
註
(17
)拙
稿
。

【
出
典
】

図
1
『
聖
地
寧
波

日
本
仏
教
一
三
〇
〇
年
の
源
流
』（
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
九
年
）、
一
五
七
頁

図
2
・
5
・
6

唐
招
提
寺
提
供

図
3

京
都
国
立
博
物
館
提
供

図
4

奈
良
国
立
博
物
館
・
東
京
文
化
財
研
究
所
編
『
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢
図
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
）、
二
五
頁

図
7

拙
著
『
南
宋
・
鎌
倉
仏
教
文
化
史
論
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
八
年
）、
六
二
三
頁

図
8
『
東
大
寺
の
す
べ
て
』（
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
二
年
）、
二
五
二
頁
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